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科研費による挑戦的な研究に対する支援強化について（中間まとめ） 

 

 はじめに  

・科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会においては、「科研費改革の実施方針」（平

成 27 年９月 29 日科学技術・学術審議会学術分科会了承）に基づき、改革の柱の一つで

ある「研究種目・枠組みの見直し」を中心に審議を行っている。我が国の学術研究をめ

ぐって、「挑戦性」の追求が最重要課題の一つとなっている中、科学研究費助成事業（「以

下「科研費」という。）の現行種目については、今秋の公募に向けた「挑戦的萌芽研究」

の発展的見直しが急務となっている。このため、平成 28年２月、同部会の下に「挑戦的

研究に対する支援強化に関する作業部会」（以下「本作業部会」という。）が設置され

た。 

・本作業部会の設置の趣旨は、「学術をめぐる現代的要請及び大学等の教育研究環境の実

状を踏まえ、科研費改革の一環として、新たな知の開拓に向けた挑戦的研究に対する支

援を強化する方策を検討する」ことにある。主な調査事項は、上述の「（１）『挑戦的

萌芽研究』の見直しによる新種目の在り方」をはじめ、「（２）大型研究種目の検証を

踏まえた改善策の在り方」（「特別推進研究」や「新学術領域研究」の見直し）、「（３）

その他挑戦的研究への支援を強化するために必要な方策」（若手研究者支援や独立基盤

形成の促進など）となっている。 

・本作業部会においては、「挑戦的萌芽研究」の見直しによる新種目の在り方や若手研究

者支援等について、これまで５回の会議を開催して検討を進めた。その過程では、オブ

ザーバーとして、日本学術振興会学術システム研究センターに設置された「挑戦的な研

究への支援の強化に関するタスクフォース」（以下「学振 TF」という。）構成員の参画

を得、当該タスクフォースと連携しながら新種目の基本的な枠組みについて審議を行っ

た。ここに、新種目の公募や当面の予算要求に向けて必要な内容を中心に一定の成案を

得たので、「中間まとめ」として研究費部会に対して報告する。 

 

１ 「挑戦性」をめぐる現況  

○我が国の研究をめぐる危機－挑戦的な研究の減退－ 

・学術研究は、新たな知を創出・蓄積し、継承・発展させることにより、人類社会の持続

的発展の基盤を形成するとともに、新たな知への挑戦を通じて広く社会で活躍する人材

を育成し、現在及び将来の人類の福祉に寄与するものである。 

・今後、先行きの見通しが立ちにくい大変革時代において我が国が持続的な発展を遂げて

いくためには、いかなる状況変化や新しい課題に直面しても、柔軟かつ的確に対応でき

る基盤的な力を備えておく必要があり、学術研究が果たすべき役割は大きい。 
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・学術分科会は、現代の学術研究について「挑戦性」、「融合性」、「総合性」及び「国

際性」の４つの要請に応えながら、多様な広がりを持つ質の高い知を常に生み育て重層

的に蓄積していく必要性を強調している1。とりわけ、「研究者の知を基盤にして独創的

な探求力により新たな知の開拓に挑戦すること」と定義される「挑戦性」、これに根差

した挑戦的な研究は、学術研究の発展をけん引する営みの根幹となるものである。 

・これまで、挑戦的な研究は、大学や研究機関等における基盤的経費と競争的研究費によ

るデュアルサポートシステムによって支えられてきた。具体的には、基盤的経費によっ

て確保された多様な教育研究の基盤から生まれた、優れた独創的な研究を科研費によっ

て幅広く助成するとともに、国の戦略的・要請的な基礎研究や応用・開発の性格が強い

研究を他の競争的研究費が重点支援するという助成システムを基本的な構造とするもの

である。ノーベル賞受賞に象徴される卓越した研究成果は、個々の研究者のたゆまぬ努

力と、このようなデュアルサポートシステムによって生み出されてきたものと言える。 

・しかし、デュアルサポートシステムをはじめとする挑戦的な研究を担保・振興する環境

は近年、大きく変容しつつあり、基盤的経費の逓減等を背景として、大学等における研

究の自由度や多様性をめぐる環境が悪化しているとの認識が広まっている。このような

状況下において大学等における研究内容や研究者の意識・行動も変化しており、「社会

的課題の解決や経済的な価値の創出を直接的な目的とした研究」や「短期的な成果が出

ることを強く志向する研究者」などが増加する一方で、「新しい研究領域を生み出すよ

うな挑戦的な研究」や「長期的な研究戦略を重視して、研究テーマにじっくりと取り組

む研究者」が減少しているという見方が広がっている2。 

・挑戦的な研究が減退しているという傾向が今後も継続するとすれば、我が国の学術研究

がその本来的な役割を果たすことができなくなることが危惧される。平成 28年度を始期

とする第５期科学技術基本計画（平成 28 年１月 28 日閣議決定。以下「基本計画」とい

う。）は、イノベーションの源泉として学術研究に重要な位置付けを行う一方で、論文

生産における我が国の国際的な順位低下などを指摘し、科学技術イノベーションの「基

盤的な力」をめぐる強い危機感を示している3。 

・なお、「基盤的な力」の衰えの原因・背景としては、前述のデュアルサポートをめぐる

問題のほか、研究者が研究以外の様々な活動（例えば各種の評価作業など）に責任を持

                                                   
1「学術研究の総合的な推進方策について（最終報告）」（平成 27 年１月 27 日科学技術・学術審議

会学術分科会） 
2 科学技術・学術政策研究所「科学技術の状況に係る総合的意識調査（NISTEP 定点調査 2015）報

告書」（平成 28 年３月） 
3 我が国の総論文数（整数カウント）の国際順位は、2002 年（2001-2003 年の平均）には２位で

あったが、2012 年（2011-2013 年の平均）には５位まで低下している。また、被引用回数トッ

プ 10％論文数においても、４位（2002年）から８位（2012 年）まで低下している。 
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たされる傾向があること、その結果として、研究に専念する時間が減少していることも

看過できない。 

 

○学術研究助成の新たな動向（トランスフォーマティブ・リサーチ等） 

・本作業部会は、こうした危機感に基づき、挑戦的な研究の支援を強化する方策について、

学術研究助成の新たな動向を踏まえた検討を行った。その際、先進諸国のファンディン

グ機関がどのような研究を重視して支援していこうとしているかについて、可能な範囲

で情報収集・分析に努めた。 

・学術研究における「挑戦性」に関しては、各国のファンディング機関においても様々な

概念が用いられている。その中で、我が国において「挑戦性」を強化していく上で参考

とすべきものとして、米国国立科学財団（National Science Foundation，NSF）におけ

るトランスフォーマティブ・リサーチ（以下「TR」という。）への支援という新たな動

きがある。 

・2007 年５月、米国科学審議会（National Science Board, NSB）から「トランスフォーマ

ティブ・リサーチへの支援の促進」報告書が NSF に提出され、NSF 全体として TRを支援

していくこととされた。具体的には、各プロジェクトの審査基準について、「知的メリ

ット（Intellectual Merit）」と「より幅広いインパクト（Broader Impact）」という

２つの観点を設け、その双方において「どれだけ創造的、独創的であり、潜在的にトラ

ンスフォーマティブな概念を提示し、探求するものか」という要素を考慮することとし

ている。こうした基準の下で全てのプログラムを通じたTRの促進・支援を図るとともに、

特に TRを促進することを目的とした相応の規模のプログラム4を設けている。 

NSF における「トランスフォーマティブ・リサーチ」の定義5 

「トランスフォーマティブ・リサーチ」は、我々の重要な既存の科学的・工学的概念

に関する理解を劇的に変える、あるいは新たな科学・工学のパラダイムや分野・領域

の創造を導く潜在性を持つ発想に基づく研究と定義される。そしてそのような研究は

また、現行の理解に対する挑戦や新たなフロンティアへの筋道ということにより性格

づけられる。 

                                                   
4 NSF における TR 支援に特化したプログラムとしては、探索的研究初期概念グラント

（EArly-concept Grants for Exploratory Research, EAGER）や学際的教育研究を促進する総

合的 NSF 支援（Integrated NSF Support Promoting Interdisciplinary Research and Education, 

INSPIRE）などがある。EAGERは２年間で 30 万ドルを配分としている。INSPIRE はトラック１と

トラック２を設けており、前者は５年間で 100万ドル、後者は５年間で 300 万ドルを配分して

いる（いずれも上限額）。 
5 National Science Board , Enhancing Support of Transformative Research at the National 

Science Foundation, May 2007 
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・学術研究において、既存の専門分野を深化・発展させることの重要性は不変であるが、

それらの過度の細分化は閉鎖性（いわゆる「たこつぼ化」）へとつながり、科学上のブ

レークスルーを阻害する弊害を生じさせる。本作業部会としては、こうした弊害を軽減

させる取組として、NSF における TR を重視する動向は我が国にとって参考に値するもの

と考える。研究をめぐるグローバルな競争が激しさを増す中、学術の枠組みの変革・転

換、新領域の開拓を先導する潜在的な可能性を持った研究、長期的視野に立った不確実

性の高い研究への挑戦に対し、我が国がより積極的に支援していくことが望まれる。 

 

○科研費における対応の必要性 

・科研費は、我が国において個人が中心となって進める基礎的な学術研究を幅広く支える

唯一の競争的資金であって、我が国の競争的資金の５割以上を占めており、科学の発展

の種をまき、芽を育てる上で大きな役割を果たしてきた。TRの促進を図ろうとする場合、

科研費における対応が肝要であることは論をまたない。 

・特に、デュアルサポートシステムが変容する中、これまでは各機関における基盤的研究

費が担ってきた自由なボトムアップ型の研究についても、科研費に依存しようとする傾

向が強まっている。一般社団法人国立大学協会の「国立大学の将来ビジョンに関するア

クションプラン」（平成 27 年９月 14 日）はそうした傾向を是認するものであり、多く

の国立大学法人も第３期中期目標・中期計画において科研費の獲得に向けた目標を設定

している6。また、国立大学に限らず、経営環境の悪化等を背景に、公私立大学や研究開

発法人も科研費の獲得のために組織的・戦略的な取組を進めており、応募件数は年々顕

著に増加している（過去３年では年率 3.9％の伸び）。 

・科研費の意義・役割を重視する基本計画においては採択率 30％の目標を掲げており、高

まるニーズに応えた量的な充実が必要である。それとともに、大胆な挑戦を促し、挑戦

的な研究への支援を強化するなどの科研費の質的改革が不可欠であり、これら両者のあ

りようが、我が国の挑戦的な研究の発展、ひいては将来のノーベル賞級の卓越した成果

創出を左右すると言っても過言ではない。 

 

２ 研究種目の見直し  

（１）種目体系の在り方 

○「基盤研究」種目群を基幹とする意義の確認 

・現行の科研費は、昭和 43年にその基本的な枠組みが形作られたが、継続的な見直し・改

善を重ねる中で、「基盤研究」種目群を基幹とし、その両翼を支える形で、若手研究者

                                                   
6 国立大学法人の第３期中期目標・中期計画において、科研費の獲得に特化し、何らかの数値目

標又はそれに準じた目標を設定している法人は 35機関（全体の 41％）。 
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の自立支援のための種目群、新領域の形成や挑戦的な研究のための種目群と大きく３系

統に整理されてきている。 

・「基盤研究」種目群は、我が国の大学等におけるあらゆる分野の研究者の応募を受け付

け、優れた研究課題を採択し多様で重厚な知的蓄積を形成するという重要な役割を担っ

てきたものであり、今後も科研費の基幹的役割を果たしていく必要がある。 

 

○「基盤研究」種目群と他種目群の相互関係の再定義 

・現行の科研費は「基盤研究」種目群を基幹として、全ての学術研究を通じて挑戦性を求

めてきているが、学術の昨今の動向に即して、より一層挑戦的な研究への支援を強化す

るに当たっては、次のとおり、それぞれの種目群の役割・関係性を見直し、明確にする

必要がある。 

◆「基盤研究」種目群：「基盤研究（S・A・B・C）」 

・これまでの蓄積に基づいた学問分野の深化・発展を目指す研究を支援し、学術研究

の足場を固めていく種目群。 

◆「挑戦的研究」関連種目群（仮称）：「新学術領域研究」「挑戦的研究」（後述） 

・斬新な発想に基づく研究を支援し、学術の枠組みの変革・転換、新領域の開拓を先

導する潜在性を有する種目群。 

◆「若手研究」種目群：「若手研究」「研究活動スタート支援」 

・若手研究者に独立して研究する機会を与え、研究者としての成長を支援し、「基盤

研究」種目群に円滑にステップアップするための種目群。 

・なお、「特別推進研究」については、研究費部会へ報告された「科学研究費助成事業『特

別推進研究』の今後のあり方について」（平成 28 年２月 24 日科学研究費補助金審査部

会。以下「審査部会報告」という。）において、新しい学術を切りひらく真に優れた独

自性のある研究を重点的に支援するものとして、その位置付けを明確化することが示さ

れている。本作業部会としては、「中間まとめ」以降、審査部会報告を踏まえ、各種目

群との関係性を整理するため、引き続き検討を進めていきたい。 

・こうした種目群の役割・機能分担の明確化に伴い、種目（群）の名称についても検討の

余地があるものと考える。TR を志向した挑戦を重視する姿勢を表す意味では、「挑戦的

研究」関連種目群（仮称）あるいは見直し後の「特別推進研究」の種目名称において、

TR に相当する語として「変革」等の語を用いることも選択肢に入れて検討する余地があ

る。 
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○平成 30年度以降のイメージ 

・研究種目・枠組みの見直しについて、本作業部会では、平成 30 年度助成（平成 29 年９

月公募）からの新たな審査システムへの移行7と同期すべきものは同期させるという考え

方に立って、検討を進めてきた。以下、この「中間まとめ」においては、挑戦性を重視

した改革の要となる「挑戦的萌芽研究」及び「若手研究（A）」の見直しを中心として、

具体的な方策を提案する。「特別推進研究」の在り方など更に検討を要する点も少なく

ないが、今後の議論を深めるため、種目の体系の現時点でのイメージをここに図示する。 

 

 

 

（２）「挑戦的萌芽研究」の見直し 

○「挑戦的萌芽研究」の現状・課題、発展的見直しの必要性 

・現行の科研費において挑戦的な研究を促している「挑戦的萌芽研究」は、平成２年度に

導入された「一般研究（C）」における萌芽的研究への支援を端緒とし、平成８年度に「萌

芽的研究」、平成 14 年度に「萌芽研究」として見直された後、平成 21 年度に現行の形

となった。その最大の特長は、論文などの実績を一切求めず、研究課題における斬新な

アイディアやチャレンジ性を特に評価することにより、小規模（500 万円以下）の助成を

                                                   
7 「科学研究費助成事業の審査システム改革について（中間まとめ）」（平成 28 年４月 20日科学

技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部会） 
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行うことにある。平成 27年度助成においては、3,952 件に対して約 108 億円（直接経費）

の助成を行っている。その受給者は、若手からベテランまで幅広い年齢層に分布してい

る。 

・「挑戦的萌芽研究」は、自分の専門分野とは異なる新しい研究テーマを開始する際など

に活用され、また、結果として当初の着想とは異なる成果を得ることが多くあるなど、

研究者の挑戦的で高い目標設定を掲げた芽生え期の研究計画を支援する種目としての役

割を果たしてきたと言える。この点は、研究者へのアンケート結果8からも確認できる。 

・他方、学術の枠組みを変革・転換させるような研究を、腰を据えて進めていく上では、

長期的かつ大規模な支援が有意義とする認識が多く示されているところ、「挑戦的萌芽

研究」に対しては、研究費の規模や研究期間が不十分であるなどの課題も指摘されてい

る9。また、実績を全く問わずに応募を受け付け、「基盤研究」種目群と同様の方式によ

って審査する現行制度については、真に価値のある挑戦的な研究を見いだす上で万全と

は言えない。 

・このような現状・課題に鑑み、現行の「挑戦的萌芽研究」の成果を踏まえつつ、これを

発展的に見直し、より大規模の挑戦的な研究を支援する種目を設けることが必要と考え

られる。 

 

○後継種目「挑戦的研究」の基本的枠組み 

（趣旨・対象） 

・「挑戦的萌芽研究」を見直した種目においては、萌芽的なものに限らず、大規模な変革

を生み出す潜在性を有する研究が期待されることから、その名称を「挑戦的研究」とす

る。なお、TR に相当する語として「変革」等の名称使用についても検討を行ったが、TR

を志向した挑戦を奨励する趣旨は当該種目に限るものではなく全ての種目に当てはまる

こと、また、TR の促進に重要な役割を果たすより大型の種目もあることから、（１）に

記したように、この種目の名称においては「変革」等の語は用いないとの考え方に至っ

た。 

・「挑戦的研究」においては、NSF における TR の考え方を踏まえ、例えば、「新しい原理

                                                   
8 「学術研究における『挑戦性』に関するアンケート調査」 

実施時期：平成 27 年８月 

実施対象：平成 25 年度に「挑戦的萌芽研究」を終了した研究者（1,929 名） 

回収件数：1,000 件（回収率：52％） 
9 制度上、研究費の規模が 500 万円以下とされていることに加え、査定が加わることにより、

過度に小規模となっているとの指摘もある。平成27年度の充足率（研究者が応募した額に

対する配分額の割合）は 58％であり、「基盤研究」種目群（72％）と比較して低水準。 
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や学理の発見・追求」、「学術の概念や体系の見直し」、「研究のブレークスルーをも

たらすような、大きな発想の転換や斬新な方法論の導入」など、これまでの学術の体系

や方向を大きく変革・転換させることを志向し、飛躍的に発展する潜在性を有する研究

計画を支援するものとする10。 

・なお、「基盤研究」種目群において支援対象とする研究課題についても挑戦的な性質が

期待されることは当然であるが、「挑戦的研究」においては、既定の専門分野にとらわ

れない TRを研究者自らが志向していること、飛躍的な発展の潜在性を有することが必須

の条件となる。こうした「挑戦性」の扱いをめぐる「基盤研究」種目群との違いについ

て応募者・審査委員に対して明確に示し、共通の理解を得る必要がある。 

・「挑戦的研究」においては、より大規模の挑戦的な研究への支援の必要性と、現行の「挑

戦的萌芽研究」が果たしてきた役割を踏まえ、「基盤研究（B）」相当の「挑戦的研究（開

拓）」（英名：Challenging Research（Pioneering））、「基盤研究（C）」相当の「挑

戦的研究（萌芽）」（英名:Challenging Research（Exploratory））の２つの区分を設

ける。後者は、「挑戦的研究」の支援対象のうち、探索的性質の強いもの、芽生え期の

ものへの支援を行う。 

・「挑戦的研究（開拓）」については、３～６年間にわたって 2,000 万円を上限として支

援する。一方、現行の「挑戦的萌芽研究」と同様に 500 万円を上限とする「挑戦的研究

（萌芽）」については、当該制度で認めていた１年間という短期間では挑戦的な研究に

取り組むことが困難であることから、２～３年間にわたって支援することとする。 

・「挑戦的研究」においては、種目の趣旨を踏まえた真に挑戦的な研究課題を支援する観

点から、採択率の考え方等審査の進め方に関して「基盤研究」種目群と明確に異なる取

扱いを行う。具体的には、制度の趣旨に沿った質の高い研究課題を選び抜くため、科研

費の全体目標である採択率 30％の目標にとらわれず、採択件数を一定数に絞る。一方で

挑戦的な研究計画の実行が担保されるよう、応募額を最大限尊重した配分（特に「挑戦

的研究（萌芽）」については 100％を基本とした配分）を目指す。その際、公募要領にお

いて採択予定件数を示すなど、応募者に対してその趣旨が明確に伝わるようにする。 

                                                   
10 「変革・転換」によって新たに研究領域が生み出された先例としては、例えば生命科学分野に

おける「ゲノム編集」のインパクトが想起される。ゲノム編集は、細菌の免疫防御システムの

研究結果として開発された技術であり、酵素を用いてゲノム DNA の塩基配列を書き換えること

によって、これまでの遺伝子組替え技術と比べてはるかに高効率での遺伝子改変を行うことが

可能となった。現在では、病態解析や治療法の開発に欠かせないノックアウトマウスの開発や、

農産物・水産物の品種改良などに応用されるなど、生命科学分野に飛躍的な転換をもたらした。

なお、NSF においては、TR の例として大陸移動説、アモルファス金属の発明、大規模なハイパ

ーテキスト解析、MRI による脳機能の観測を基にした行動科学への応用、認知科学シミュレー

ションと教授手法との融合による知的チュータリングシステムの開発などを挙げている。 
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・なお、「挑戦的研究」において期待される研究は当初立案した研究計画に従って遂行し

得ない可能性が高いことに鑑みると、その計画の柔軟な変更・実施を保証するため、学

術研究助成基金による助成が適当である。 

・文部科学省に対しては、以上の点を踏まえ、平成 29年度以降の予算における適切な措置

を求めたい。特に採択件数については、質を重視して絞り込みを行うことを基本としつ

つ、次のような十分な配慮を望みたい。 

①大規模の支援に関しては、大括り化した審査区分の下で厳選する仕組みに適した規模

を確保する。 

②小規模の支援に関しては、現行の「挑戦的萌芽研究」における採択規模との関係上、

年齢や所属機関、分野等の面で多様な研究者からの挑戦の機会が損なわれないように

する。 

 

（審査の区分・方式） 

・「挑戦的研究」の審査方式については、細分化された専門分野にとらわれず、広い視野

に立って、真に挑戦的と言える価値のある課題を選び抜く仕組みとすることが必要であ

る。このため、新たな審査システムの仕組みを先導的に実施し、大括りした審査区分（「中

区分」に準じた区分）の下、より多角的な合議を重視した「総合審査」を実施する11。 

・その際、合議を重視して多角的な審査を行う「総合審査」が可能な対象件数に絞り込む

よう、プレスクリーニング（事前の選考）を実施するため、計画調書の提出の際に、併

せて概要版の提出を求める。 

・加えて、論文等の実績よりもアイディアの斬新性等、「挑戦的研究」としての意義を重

視した審査を行う。ただし、所要の研究遂行能力を確認するために必要な範囲で、これ

までの研究実績等を記載させる。 

・「挑戦的研究」の審査については、上述のとおり「基盤研究」種目群と趣旨が異なるも

のであることから、「基盤研究」種目群とは全く異なる審査基準を設定する。計画調書

においても、なぜ「基盤研究」種目群ではなく「挑戦的研究」に応募するのかを明確に

記載させる。また、「挑戦的研究」の特質を踏まえた適切な審査を行うため、「基盤研

究」種目群とは別に「挑戦的研究」を専門に扱う審査委員を配置する。 

・「挑戦的研究（開拓）」と「挑戦的研究（萌芽）」のそれぞれの審査基準については、

                                                   
11 「中区分」、「総合審査」は、脚注７の審査システム改革により、平成 30 年度助成（平成 29 年

９月公募）から導入される予定の仕組み。現行の「挑戦的萌芽研究」の審査区分（「細目」）が

321 であるのに対し、「中区分」は 65となる。「総合審査」は、審査委員全員が書面審査を行っ

た上で、同一の委員が幅広い視点から合議を行うものであり、書面審査に比重のある現行方式

とは大きく異なる。 
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共通の評価軸と、各々に特徴的な評価軸を設定することが考えられる。 

 

（他種目との重複制限） 

・科研費の各種目における相互の応募・受給に係る重複制限は、一般に、限られた財源で

多くの優れた研究者を支援する必要があること、応募件数の増加により適正な審査の運

営に支障を来すおそれがあること等を考慮して、具体的なルールが設けられている。 

・しかし、前述のような種目群の役割・機能分担に照らせば、「挑戦的研究」が支援対象

とする研究は、「基盤研究」種目群等による研究遂行を足場とすることが基本となる。

科研費の種目体系においては、「基盤研究」種目群と「挑戦的研究」とは、学術の体系

や方向の変革・転換を通じた発展を実現していく上で相補的な関係となるべきであり、

個々の研究者による利活用に際して上述のような重複制限の考え方をそのまま一律に適

用することは当を得ない。 

・こうした基本認識に立って、本作業部会では、重複制限を緩和する着手点として、例え

ば、「基盤研究」種目群等の最終年度前年度における「挑戦的研究」への応募・受給を

認めるとともに、類似テーマの同時応募を明確に制限するため、新規の重複応募を不可

とするなどの可能性について検討を行った。 

・他方、現行の「挑戦的萌芽研究」の新規応募は年間 1 万 7,000 件に上っており、新種目

へも相当数の応募が予想されるため、重複制限を緩和した場合、審査負担が著しく増加

する可能性がある。前述のとおり、新たな「総合審査」を全分野にわたって実施すると

いう先導的な意義を踏まえるならば、審査負担への影響を慎重に見極めつつ、科研費改

革を着実に進めていく必要がある。 

・このため、平成 29年度助成（平成 28年９月公募）からの大幅な見直しは見送り、当面、

現行の「挑戦的萌芽研究」に準じた制限を措置することとし、「挑戦的研究（開拓）」

については、より大規模の「基盤研究」種目（「基盤研究（S・A）」）に限って重複応

募・受給を認めることが妥当であるとの結論に至った。 

・以上は、新種目の導入時の措置であり、恒久的なものとすべきではない。平成 30年度の

新審査システムへの移行後、当該種目への実際の応募動向や科研費全体を通じた重複制

限の在り方の検証を踏まえつつ、新種目の特質や「基盤研究」種目群等との役割・機能

分担を適切に反映したものに見直していくことが必要である。 

 

（研究組織） 

・これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させる研究計画を立案する上で、応募

者が研究の遂行に当たり研究分担者等が必要な場合に対応できるよう、「挑戦的研究」
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においても、現行の「挑戦的萌芽研究」と同様の研究組織とする。 

・加えて、大規模の挑戦的な研究においては、異なる分野の研究者が連携して行う研究が

重要な類型の一つとなるところ、そのような研究においては、それぞれの分野の研究者

が対等な立場で協働する体制をとることが、成果の創出にとって有効な場合があると考

えられる。研究費部会における昨年の審議では、そうした体制を「共同研究代表者制」

として積極的に認めていくことについて一定の理解が示され、概算要求に至った経緯が

ある。 

・一方、学振 TFでの議論では、当該制度の導入による効果への疑問、審査が有利になるこ

とを期待した応募の動きへの懸念なども示されている。したがって、「挑戦的研究」に

おける「共同研究代表者制」の導入については、こうした懸念が生じないよう工夫した

上で、選択的試行の実施時期を検討することが適当である。 

 

（その他） 

・本作業部会では、「挑戦的研究」の公募に向けて必要な事項に焦点を当てて審議したと

ころであり、採択後の評価等の在り方については今後の検討課題である。一般に、計画

段階のチェックによって、その後の実際の研究活動の質を完全に担保することは難しい。

「挑戦的研究」にふさわしい研究課題の選定は更に難度が高いことから、幅広い分野の

委員の参画による「総合審査」の導入と併せ、評価方法の工夫が望まれる。 

・そのような観点から、「挑戦的研究」の導入後の応募・採択の状況を踏まえ、他の研究

費制度における試み（例：ステージゲート評価など）も参照しつつ、継続的な検討・改

善を図ることが望まれる。 

・なお、学術研究においては、思わぬ障害に直面して当初の目標達成が困難になることや、

予期せぬ方向へ研究が展開すること等はつきものであり、不確実性に富んだ挑戦的な研

究であれば、その頻度は更に高いものとなる。しかし、そういった事象は、新しい気づ

きの素（もと）となるなど研究者の成長につながる積極的な面もあり、単に挑戦の失敗

としてしまうなど、負の評価を安易に下すべきではない。このため、評価システムの検

討に当たっては、必要に応じてテーマを柔軟に変更できるような配慮もあってよいと考

える。 
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「挑戦的研究」の基本的枠組み 

名 称 「挑戦的研究（開拓）」 「挑戦的研究（萌芽）」 

対 象 

 

 

 

一人又は複数の研究者で組織する研究計画であって、

斬新な発想に基づき、これまでにない新たな方式の創出

など、学術の体系や方向の大きな変革・転換(トランスフ

ォーマティブ・リサーチ）を志向し、飛躍的に発展する

潜在性を有する研究計画。 

 

（同 左） 

※探索的性質の強いもの、あ

るいは芽生え期のものを

含む。 

助成総額 500万円～2,000万円 

 

～500万円 

研究期間 ３～６年間 

 

２～３年間 

助成の形態 計画の柔軟な変更を可能とするため、学術研究助成基

金によって助成を行う。 

 

（同 左） 

採択件数・ 

採択率 

科研費全体の目標（採択率30％）にこだわらず、質を

重視して件数を絞り込む。 

→数百件程度 

 

（同 左） 

→現行件数（4,000件）か

ら一定の絞り込み。 

充足率 応募額を最大限尊重して配分（「基盤研究」種目群と

の相違を明確化）。 

 

（同 左） 

※応募額の100％を基本。 

実績の扱い 

 

論文等の実績よりも発想の斬新性等を重視。ただし、

所要の研究遂行能力の確認のため、関連情報の提供を要

請。 

 

（同 左） 

 

 

審査方式 

 

 

「中区分」に準じた区分による「総合審査」とする。

（開拓）と（萌芽）の審査委員は同一。 

なお、応募件数が多くなることが見込まれるため、プ

レスクリーニングが必要。 

 

（同 左） 

 

重複制限 

 

当面、現行の「挑戦的萌芽研究」の重複制限に準じて

措置。 

※新審査システムへの移行後、「基盤研究」種目群との

役割・機能分担を適切に反映したものに見直し。 

（同 左） 
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○「挑戦的研究（開拓）」の重複制限 

 新規－新規 

 

特別推進研究 

基盤研究（S） 

基盤研究（A） 

基盤研究（B） 

基盤研究（C） 

若手研究（A） 

若手研究（B） 

特設分野研究 

新学術（計画研究） 

新学術（公募研究） 

重複応募   重複受給 

○       × 

○       ○ 

○       ○ 

×       × 

×       × 

×       × 

×       × 

×       × 

×       × 

×       × 

 

○「挑戦的研究（萌芽）」の重複制限 

 新規－新規 

 

特別推進研究 

基盤研究（S） 

基盤研究（A） 

基盤研究（B） 

基盤研究（C） 

若手研究（A） 

若手研究（B） 

特設分野研究 

新学術（計画研究） 

新学術（公募研究） 

重複応募   重複受給 

○      × 

○      ○ 

○      ○ 

○      ○ 

×      × 

○      ○ 

×      × 

×      × 

○      ○ 

○      ○ 

  

※１ 「挑戦的研究」への新規応募は、「開拓」、「萌芽」を問わず１件。 

※２ 継続課題と「挑戦的研究」への新規応募との間の制限は、「新規－新規」と同じ。 

※３ 「特別推進研究」については、同種目の目的・意義等の特殊性を考慮し、これま

で他種目との重複応募（他種目受給中の場合を含む。）は制限せず、重複受給のみを

制限する取扱いを原則としてきているため、「挑戦的研究」との関係に関しても同様

の整理を行う。 
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（３）「若手研究」の見直し等 

○「若手研究（A）」の見直し 

（現状・課題、検討の経緯） 

・昭和 43 年度以降、科研費における若手研究者支援は「奨励研究（A）」によって行われ

てきたが、平成 14 年度に「奨励研究（A）」を改組する形で、「若手研究（A・B）」が

創設された。平成 27年度においては 39歳以下の研究者を対象とし、1,315 件に対して約

63億円（直接経費）の助成を行っている。 

・平成 22年に第５期研究費部会がまとめた「科学研究費補助金に関し当面講ずべき措置に

ついて（報告）」においては、「若手研究（A）」のような大規模の研究計画を立て、応

募し、獲得できる研究者は、若手研究者であっても「基盤研究（B）」等で十分に競争で

きる実力があると考えられること、「若手研究（A）」を得た研究者にとっては、「基盤

研究」の規模が相対的に小さく見えるために「若手研究」から「基盤研究」への円滑な

移行を進める上での一つの課題となっていること等の理由により、「『若手研究（A）』

については、『基盤研究』の中に位置付けるべきである」とされた。 

・直近のデータを見ると、「若手研究（A）」の対象となる 39 歳以下の研究者の「基盤研

究（B）」等における採択率は、全研究者の採択率に比して高く、「若手研究（A）」の

採択率も上回る状況にある12。このことは、39 歳以下の研究者であっても、「基盤研究

（B）」等の審査において、シニアな研究者と十分に競い合うことができていることの証

左と言える。 

・経験の浅い若手研究者に独立して研究する機会を与え、研究者としての良いスタートを

切れるようにするという「若手研究」の趣旨に鑑みれば、既にシニアな研究者と十分に

競い合うことのできる研究者については、特別な制度である「若手研究（A）」によるこ

となく、「基盤研究」種目群により、そのキャリア形成に即した適切な支援が十分可能

であり、好ましい在り方と言える。 

・こうしたことから、本作業部会では、よりよい競争的な環境を形成する観点から、平成

22 年の見直しの方針の妥当性を改めて確認するとともに、その具体的な制度設計につい

て検討を進め、次のとおり当面の見直しの方策をとりまとめた。 

 

（当面の見直しの方策） 

                                                   
12 平成 27 年度新規採択課題における採択率は以下のとおり。 

「基盤研究（B）」 … 39 歳以下：30.5％、全体：23.0％ 

「基盤研究（A）」 … 39 歳以下：30.2％、全体：23.1％ 

「若手研究（A）」 … 22.4％ 
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・平成 30 年度助成（平成 29 年９月公募）より、「若手研究（A）」の新規公募を停止し、

これまで当該種目によって支援してきた若手研究者の研究課題については、「基盤研究」

種目群等において対応することとする。なお、こうした「基盤研究」種目群等への統合

に伴い、若手研究者の応募・採択の状況に急激な変化が生じることのないよう、時限的

な経過措置として若手研究者を対象とした採択調整の仕組みを導入する。 

・具体的には、「若手研究（A）」を終了した研究者の多くが応募している「基盤研究（B）」

及び同規模の「挑戦的研究（開拓）」の審査において、採否のボーダーライン付近にあ

る若手研究者による応募研究課題のうちから、適当なものを追加的に採択できる枠組み

を設けることを検討する13。また、当該経過措置の期間については、現行の「若手研究（A）」

に応募が可能となっている研究者等への配慮という観点から検討し、その期間を明示す

ることとする。 

 

○「若手研究（B）」、独立支援の在り方 

（「若手研究（B）」の充実） 

・若手研究者の支援については、ポストの確保など大学等の研究機関による取組をはじめ

とし、若手研究者向けの研究費支援や、特別研究員事業等による経済的支援などの取組

を総合的に推進していくことが必要である14。 

・科研費において若手研究者を支援する「若手研究（B）」は、「若手研究(A)」と同様、

平成 14 年度に「奨励研究（A）」を改組する形で創設された。平成 27 年度においては、

500 万円を上限とし、5,771 件に対して約 161 億円（直接経費）の助成を行っている。 

・若手研究者の育成・活躍促進は、我が国が科学技術イノベーション力を持続的に確保し

ていく上で不可欠であり、基本計画などに示されているとおり、研究費助成を含む総合

的な取組を通じ、研究者が独立して独創的な研究を推進できる環境を整備することが要

請されている。「若手研究（B）」は、まだ十分な実績を有していない若手研究者に対し

て幅広く支援を行うことを目的としており、こうした我が国の科学技術・学術政策の観

点から、一層重視されるべき種目である。 

・したがって、「若手研究（B）」については、若手研究者が「基盤研究」種目群等へ円滑

にステップアップするために、実績と経験を積み、研究者としての基盤の形成を促進す

る種目という位置付けを明確にしつつ、その一層の充実を図ることとする。採択率につ

                                                   
13 「基盤研究（C）」においては、私立学校や高等専門学校に所属する研究者を対象とする「調整

枠」を設け、同様の方法により「基盤研究（C）」で追加的に採択している（実績として全体の

1％程度）。 
14 「科学研究費補助金に関し当面講ずべき措置について（報告）」（平成 22 年７月 27 日科学技術・

学術審議会学術分科会研究費部会） 
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いては、他種目に優先して確保・向上を図ることが適当であり、若手研究者の採択可能

性を重視することが基本であると考える。 

・なお、「若手研究（A）」を見直し、「基盤研究」種目群等に統合することに伴い、「若

手研究（B）」の名称を「若手研究」と改める。 

 

（若手研究者等の独立支援） 

・研究者が PI（Principal Investigator:研究室を主宰する研究者）として研究活動を行お

うとする際に必要な研究基盤の整備は、本来、当該研究者の所属機関が担うべき役割で

あるが、デュアルサポートシステムの機能不全により、その実施が困難となっている現

実がある。このことにより、機関間を異動して PIとして自らの主体性の下、独創的な研

究を遂行することが難しくなるなど、我が国の学術研究を持続的に発展させる土台が揺

らいでいる。 

・このような憂慮すべき状況を踏まえ、科研費による支援の効果・効用を更に高め、研究

成果の最大化を目指すためには、研究基盤整備における所属機関の一定のコミットメン

トを前提とした上で、独立支援の措置を科研費の仕組みの中に導入することが適当であ

ると考える。 

・具体的には、特に支援を要すると認められる、PI となる直前・直後の研究者のうち、科

研費の新規採択・交付を受ける者に対して、所属機関が研究基盤整備を主体的に実施す

ることを条件に、そのための費用の追加交付を可とする制度を提案したい。 

・この場合、当該制度を適用する種目の範囲については、限られた資源の制約の下、応募

者の実状等を踏まえて適切に設定する必要がある。例えば、交付の手続・時期の柔軟性

が求められる当該支援策の性質をも踏まえると、学術研究助成基金による助成を行って

いる「基盤研究（C）」又は「若手研究（B）」が有力な候補になるものと考えられる。 

・本制度の設計に当たっては、PI の定義が重要となるが、現状においては我が国に明確な

ものはなく15、個々の機関や分野による解釈の差異も存在する。このため、国として最低

限の指針や目安等を示すことを検討する必要があるが、いずれにせよ、PI か否かの認定

は各所属機関の考え方を尊重する仕組みとすることが現実的であると考える。 

                                                   
15 「基礎研究強化に向けて講ずべき長期的方策について―基礎研究を支えるシステムの改革―」

（平成 22 年１月 27日総合科学技術会議基本政策専門調査会）においては、「PI の定義につい

ては、引き続き議論し明確にする必要があるが、例えば、①独立した研究課題と研究スペース

を持つこと、②研究グループを組織して研究を行っている場合は、そのグループの責任者であ

ること、③大学院生の指導に責任を持つこと、④論文発表の責任者であること、などが考えら

れる」とされている。 
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・なお、当該制度の実施により、科研費の採択件数の多い機関に支援が集中してしまうな

らば、研究者の流動性を損ない、制度の本旨に沿わない結果にもつながりかねない。し

たがって、具体化に当たっては、多様な人材及び研究機関に制度のメリットが公平に行

き渡るようにするための配慮が望まれる（例えば、各研究機関の応募可能件数に上限を

設定することの検討などが考えられる）。 

 

○支援対象の在り方（応募要件の見直し） 

・昭和 43年度に創設された「奨励研究（A）」は、当初 35歳以下の研究者を対象にしてい

たが、昭和59年度には助手層の高齢化等に対応して応募要件を37歳以下に引き上げた。

その後、「若手研究（A・B）」が創設されて以降、平成 20年度には医学系の臨床研修制

度（２年間の義務付け）や出産・育児を考慮した年齢制限の緩和等の観点から、更に 39

歳以下に引き上げている。 

・このように、現行制度は一律の年齢制限によって若手研究者を定義しているが、研究者

のキャリア形成に係る多様なニーズに的確に応える観点からの見直しの必要性も指摘さ

れている。具体的には、次のような課題があると考えられる。 

①現行の「40 歳未満」という定義では、研究者としての実質的なキャリアの長短が必ず

しも十分に考慮されない。 

②海外ファンディング機関においては、こうした一律の年齢制限は見られず（学位取得

後の年数など他の諸尺度による）、国際通用性に欠ける。 

③博士の学位は、自立した研究者のライセンスとしての役割・機能を有しており、当該

学位取得後の年数は、研究者のキャリアの長短を表すものとして合理性を持つ。 

④最近の国内の諸制度においても、学位取得後の年数（５年又は 10年等）を尺度とする

ものが普及しつつある（例：特別研究員事業、テニュアトラック普及・定着事業）。 

・過去、文部科学省においては、応募要件を年齢から学位取得後の年数に改める場合の年

数について、研究機関を対象とするアンケート調査を実施した。その結果によれば、学

位取得後「10 年程度まで」又は「５年程度まで」を適当とする回答が比較的多く、年齢

要件を見直すこと自体に反対する意見は少数であった16。 

・以上のことを踏まえると、「若手研究」の支援対象となる「若手研究者」の定義（「若

手研究（A）」の「基盤研究」種目群等への統合に伴う経過措置（採択調整の仕組み）の

対象範囲を含む。）について、年齢に基づく現行の応募要件を、博士の学位取得後の年

                                                   
16 平成 25 年度科研費交付件数が 58 件以上の機関（200 機関）に対して実施したもの（回答機関

175 機関）。「貴機関では、学位取得時期を『若手研究（A）（B）』の応募要件とする場合に、学

位取得後何年程度までを応募要件とすることが適当と考えますか」という設問に対して回答を

求めた。 
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数などキャリアパスや研究の成熟過程を踏まえたものに見直すことが適当であると考え

る。今後、本作業部会としては、大学院改革の動向や各分野の実情に適切な配慮をしつ

つ、文部科学省が実施する実態調査の結果も踏まえて具体的な検討を進め、可能であれ

ば平成 30年度助成（平成 29年９月公募）からの実施を目指すこととする。 

・なお、現行の「若手研究（A・B）」は２回に限り受給できることとしているが、「若手

研究者」の定義の見直しと併せ、「基盤研究」等へ円滑にステップアップするために、

「若手研究者」が何回「若手研究」による支援を受けることが適当かなどの観点から、

当該受給回数制限についての見直しの要否についても検討すべきである。 

 

３ 今後の検討課題  

（１）学術分科会における対応 

○「特別推進研究」の見直しに伴う諸課題 

・「特別推進研究」については、審査部会報告を踏まえて、平成 30 年度助成（平成 29 年

９月公募）からの導入を目指し、その後継種目（以下「ポスト特推」という。）の在り

方を具体化するための検討を行う必要がある。主な論点としては、①「ポスト特推」の

位置付けの明確化、②審査・配分方式の改善（審査体制、国際化など）、③期間中・終

了後の評価・フォローアップの在り方、④他の種目、科研費以外の制度との関係などが

あり、今後、本作業部会において審議を進めていきたい。 

・なお、同一の研究代表者による受給を原則として１回のみに制限することに伴う諸課題

については、特に慎重な検討が求められる。このうち、助成期間の終了後、継続的な支

援に適する事案について、所属機関又は他の公的研究費による措置に切れ目なくつなげ

る方策の在り方は、科研費制度の枠内にとどまらない課題である。文部科学省において、

予算措置の在り方と併せて所要の検討を進めることを望みたい。 

 

○応募・採択をめぐる構造的課題 

（採択率の在り方） 

・今回提案する新種目「挑戦的研究」については、質を重視して採択件数を絞り込むと同

時に、採択課題の「挑戦性」を損ねないよう、応募額を最大限尊重して配分することと

し、この点を「基盤研究」種目群との大きな相違点とした。一方、基本計画においては、

新規採択率 30％の確保が目標として定められているところ、昨今の応募件数の増加や我

が国の財政状況を考慮しつつ、どのように対応するかが課題となっている。今後、今回

の研究種目・枠組みの見直しを契機として、配分額の充実と採択率の確保の両立を目指

して予算の拡充等に努めつつ、目標達成に向け、どのような種目等を優先して取り組む

か等について、検討しておくことが望まれる。 
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（分野間配分方式の在り方） 

・今回の改革によって重点支援をしようとする挑戦的な研究は、細分化された専門分野の

枠にとらわれない斬新な発想によって立つものである。また、同期して進められる審査

区分の大括り化などの審査システム改革は、分野間の競争（分野間の切磋琢磨による学

術の豊かな発展）を促進することを期している。分野間の競争に関しては、学術の多様

性を確保するという科研費の基本的な役割を前提としつつ、分野間の資源配分の在り方

についても、現行方式が最善であるか検証すべき時期にあると考えられる。本作業部会

としては、差し当たり前述の「特別推進研究」の見直しの一環として所要の検討を行う

予定であるが、別途の場にて、より幅広い観点からの議論が望まれる。 

 

（審査負担の在り方） 

・なお、本作業部会として、新種目「挑戦的研究」の基本的な枠組みを議論するに当たっ

ては、審査負担の重さという現実的な問題を直視せざるを得なかった。近年における応

募件数の著しい増加は、審査負担を増大させる要因の一つとなっており、「総合審査」

の導入を柱とする審査システムの見直しを円滑に進める上でも重要な課題となっている。

過度の審査負担は審査の質に影響を及ぼし、第一線の優れた研究者の参画によって成り

立つ審査システム（ピアレビュー）の根幹を脅かすものとして看過できない。今後、新

種目の導入を契機として重複制限の在り方を見直し、「総合審査」の普及・定着を図っ

ていくと同時に、審査負担の軽減さらには審査委員の育成・確保に向けた対策について

検討を進めていくことが必要であると考える。その際、応募件数を押し上げる背景にあ

る、機関における科研費獲得に係る組織的な取組の在り方についても視野に入れた幅広

い議論が望まれる。 

 

（２）行政への期待 

・このような科研費改革を進めていくに当たり、適切な行財政措置が不可欠であることは

言うまでもない。本作業部会としては、平成 29年度予算に関連する事項を中心に「中間

まとめ」をとりまとめたところであり、文部科学省においては、「基盤研究」種目群を

通じた助成水準の確保を最優先課題としつつ、今回提案する新種目や新制度が所期の目

的を達することが可能となるよう、必要な予算の拡充を図っていくことを求めたい。 

・より長期的には、基本計画の掲げる目標達成のため、科研費への需要増に的確に対応し

た量的充実を計画的に進めていくことが重要である。それと同時に、学術研究における

「挑戦性」を追求すべく、新たな種目体系の下、種目間の最適な資源配分、ポートフォ

リオの構築を目指していくことが大切である。 

・科研費は、我が国の学術振興のための中核的な政策手段であるとはいえ、本作業部会の

テーマとする「挑戦性」をはじめ、科学技術・学術政策が抱える様々な課題について、
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科研費のみで解決を図ろうとすることは不可能であり、また、適切でもない。各研究機

関・研究者のパフォーマンスを最大限に発揮させ、我が国の研究力のさらなる向上を図

るため、科研費改革のための条件整備と併せ、デュアルサポートシステムの再生や研究

費制度全体の改革に向けた最大限の努力を文部科学省に求めたい。 
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参 考 資 料 

１ 第８期科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会委員名簿 

 

２ 第８期科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会 

挑戦的研究に対する支援強化に関する作業部会の設置について 

 

３ 第８期科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会 

挑戦的研究に対する支援強化に関する作業部会委員名簿 

 

 ４ 挑戦的研究に対する支援強化に関する作業部会での検討論点例 

 

５ 挑戦的研究に対する支援強化に関する作業部会の審議経過 

 

６ 科学研究費助成事業「特別推進研究」の今後のあり方について 

（平成２８年２月２４日科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部会） 

 

７ 「特別推進研究」の見直しに係る検討課題 

 

８ 関連データ集 

（１）我が国の研究をめぐる状況 

（２）科研費制度の概況・改革 

（３）「挑戦的萌芽研究」の現状等 

（４）「若手研究」の現状等 

（５）「特別推進研究」の現状等 
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研究費部会（第８期）委員名簿 

 

（５０音順） 

（委員） 

 阿 部 晃 一 東レ株式会社代表取締役副社長    

○  甲 斐 知惠子 東京大学医科学研究所教授                     

 栗 原 和 枝 東北大学多元物質科学研究所教授 

（東北大学リサーチプロフェッサー） 

    佐 藤 勝 彦 独立行政法人日本学術振興会学術システム研究センター所長          

 髙 橋 淑 子 京都大学大学院理学研究科教授・理事補                     

  ◎  西  尾  章治郎 大阪大学総長 

 

（臨時委員） 

 小 安 重 夫 国立研究開発法人理化学研究所理事 

 白波瀬 佐和子 東京大学大学院人文社会系研究科教授           

 城 山 英 明 東京大学大学院法学政治学研究科・教授      

 鍋 倉 淳 一 自然科学研究機構生理学研究所教授 

 西 川 恵 子 独立行政法人日本学術振興会監事 

 羽 田   正 東京大学理事・副学長 

 

（専門委員） 

 射 場 英 紀 トヨタ自動車株式会社電池材料技術・研究部長  

 上 田 修 功 ＮＴＴコミュニケーション科学基礎研究所上田特別研究室長、 

 機械学習・データ科学センタ代表 

 橋 本 周 司 早稲田大学副総長 

 

（◎：部会長、○：部会長代理） 

（平成 28 年４月 11日現在） 
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挑戦的研究に対する支援強化に関する作業部会の設置について 
 

平成２８年２月２６日 

科学技術・学術審議会 

学術分科会研究費部会決定 

 

科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会運営規則第２条の規定に基づき、

研究費部会の下に「挑戦的研究に対する支援強化に関する作業部会」（以下「作

業部会」という。）を設置する。 

 

１．趣旨 

学術研究をめぐる現代的要請及び大学等の教育研究環境の実状を踏まえ、科

研費改革の一環として、新たな知の開拓に向けた挑戦的研究に対する支援を強

化する方策を検討する。 

 

 

２．主な調査事項 

（１）「挑戦的萌芽研究」の見直しによる新種目の在り方 

（２）大型研究種目の検証を踏まえた改善策の在り方 

（３）その他挑戦的研究への支援を強化するために必要な方策 

 

 

３．庶務 

作業部会の庶務は、研究振興局学術研究助成課において処理する。 

 

 

４．その他 

（１）オブザーバーとして、日本学術振興会から若干名の出席を求める。 

（２）ここに定めるもののほか、議事の手続きその他作業部会の運営に関し必

要な事項は、主査が作業部会に諮って定める。 
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科学技術・学術審議会 学術分科会 研究費部会 

挑戦的研究に対する支援強化に関する作業部会委員名簿 

 

 

 

小 安 重 夫  理化学研究所理事 

 

 

鍋 倉 淳 一  自然科学研究機構生理学研究所教授 

 

 

羽 田  正   東京大学理事・副学長 

 

 

上 田 修 功  ＮＴＴコミュニケーション科学基礎研究所上田特別研究

室長、機械学習・データ科学センタ代表 

 

橋 本 周 司  早稲田大学副総長 

 

 

（オブザーバー） 

          

中 田 英 昭  日本学術振興会学術システム研究センター主任研究員 

          長崎大学水産学部教授 

 

 

永 原 裕 子  日本学術振興会学術システム研究センター主任研究員 

          東京大学大学院理学系研究科教授 

 

 

山 本   智  日本学術振興会学術システム研究センター主任研究員 

          東京大学大学院理学系研究科教授 

 

（◎ 主査、○主査代理） 

（平成 28年４月１日現在） 

  

◎ 

○ 
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挑戦的研究に対する支援強化に関する作業部会での検討論点例 

 

標記作業部会においては、平成 28 年秋の公募に向けた「挑戦的萌芽

研究」の見直しをはじめ、以下のような論点について具体的な検討を

進める（今夏までを目処としてとりまとめ）。 

 

１．「挑戦的萌芽研究」の見直しによる新種目の在り方 

  ・新種目の目的・位置付けの明確化（新名称を含む） 
・他種目との関係（重複申請・受給の在り方など） 
・小規模の計画の扱い 
・「挑戦性」を的確にチェックする審査・評価の在り方 
・新種目の特質を踏まえた総合審査方式の実施の在り方 

  ・共同研究代表制の導入の在り方 
 
 
２．大型研究種目の検証を踏まえた改善策の在り方 

（１）「特別推進研究」の見直し 
  ・「特別推進研究」の位置付けの明確化（制度の目的、受給回数制限、応募

額及び研究期間の柔軟化など） 
・審査方式の改善（審査体制、国際化など） 
・期間中・終了後の評価・フォローアップの在り方 

  ・他の種目、科研費以外の制度との関係 
 
（２）「新学術領域研究」の見直し 
  ※科学研究費補助金審査部会における検討の進捗を踏まえて審議 
 
 
３．その他挑戦的研究への支援を強化するために必要な方策 

（１）若手研究者支援、独立基盤形成の促進の在り方（「若手研究Ａ」の見直し

及び基盤研究種目等における対応など） 
 
（２）上記全体の検討を踏まえた種目体系、ポートフォリオの在り方 

※挑戦的研究種目群とその他の研究種目群との関係、役割・機能分担に関す

る考え方の整理を含む。 

挑戦的研究に対する支援強化に 

関する作業部会（第 1 回） 

H28.3.15 配付資料 
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挑戦的研究に対する支援強化に関する作業部会の審議経過 

 

 

平成２８年 

 ３月 15日（火） 挑戦的研究に対する支援強化に関する作業部会（第１回） 

（１）主査代理の指名について 

（２）「挑戦的萌芽研究」の見直しによる新種目の在り方について 

（３）「特別推進研究」の見直しの在り方について 

（４）若手研究者支援の在り方について 

 

 ５月 11日（水） 挑戦的研究に対する支援強化に関する作業部会（第２回） 

（１）「挑戦的萌芽研究」の見直しによる新種目の在り方について 

（２）若手研究者支援の在り方について 

 

５月 30日（月） 挑戦的研究に対する支援強化に関する作業部会（第３回） 

（１）「挑戦的萌芽研究」の見直しによる新種目の在り方について 

（２）若手研究者支援の在り方について 

（３）研究費部会への報告について 

 

６月 15日（水） 挑戦的研究に対する支援強化に関する作業部会（第４回） 

（１）「挑戦的萌芽研究」の見直しによる新種目の在り方について 

（２）若手研究者等の独立支援について 

（３）研究費部会への報告について 

 

 ７月 19 日（火） 挑戦的研究に対する支援強化に関する作業部会（第５回） 

（１）研究費部会への報告について 

（２）若手研究者等の独立支援について 
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科学研究費助成事業「特別推進研究」の今後のあり方について 

 

平成２８年２月２４日 

科学技術・学術審議会学術分科会 

科学研究費補助金審査部会 

 

１．検討の経緯 

 

○ 「特別推進研究」は、「国際的に高い評価を得ている研究をより一層推進す

るために、研究費を重点的に交付することにより、格段に優れた研究成果が期

待される一人又は比較的少人数の研究者で組織する研究計画」への支援と位置

づけられ、昭和 54年度の創設以来、学術研究を支援する科研費の中でもっと

も大規模な研究種目として、我が国のみならず世界の学術研究を牽引する優れ

た成果を多く輩出してきた。 

 

〇 一方、学術研究の現代的要請に対応する科研費改革の方向性について取り

まとめた「我が国の学術研究の振興と科研費改革について」（第 7期研究費部

会における審議の報告）（中間まとめ）（平成 26年 8月 27日 科学技術・学

術審議会学術分科会）において、種目の再整理などの基本的な構造の改革が提

起され、大規模研究種目の改善に向けた検討課題も示された。その後、平成

27年 6月 10日、同中間まとめを受けて審議を行っていた研究費部会から、当

部会に対し、大規模研究種目（「特別推進研究」、「新学術領域研究」）の成果や

役割、審査・評価等を検証し、改善方策を検討するよう求めがあった。 

 

○ 研究費部会から当部会に対して提示された具体的な検証事項は、以下のと

おりである。 

・当該研究種目を創設した目的・意義が十分に達せられているか（規模に相応

しい顕著な成果が挙がっているか等）。 

・研究の発展を支援する観点から、他の研究種目との間の役割・機能分担は十

分明確なものとなっているか。 

・審査や評価は、社会の要請や変化に適切に対応したものとなっているか。 

・応募・採択状況について、新陳代謝が十分になされているか。 

・科研費以外の大型研究費制度との役割・機能分担は十分明確になされている

か。 

 

 

○ 「特別推進研究」については、当部会より、審査を担当している日本学術

振興会に対し検討を要請した。同会の学術システム研究センターにおいては、

-27-



科研費制度における「特別推進研究」の在り方と改革の方向性及び審査方法に

ついて総合的に検討が行われた。その検討結果として、別添の報告（以下「Ｊ

ＳＰＳ報告」という。）がまとめられ、平成 27年 12月 8日、同会より当部会

に対して報告がなされた。 

 

 

 

２．検証を踏まえた制度改善について 

 

○ ＪＳＰＳ報告においては、「特別推進研究」による支援の下、人文・社会系、

理工系、生物系の各系において、トップダウン型の大型研究費に必ずしも馴染

まない基礎的研究が展開され、研究進捗評価（検証）の結果が示すとおり、顕

著な学術的研究成果が得られていると評価している。他方、連続採択・複数回

受給等をはじめ、「特別推進研究」の制度のあり方に関わる問題が少なからず

顕在化していることを指摘し、様々な研究費制度の創出などの環境変化をも踏

まえ、当該制度の位置付けの明確化及び審査方式の改善について、以下のよう

な提言を行っている。 

 

（「特別推進研究」の位置付けの明確化） 

○ 「特別推進研究」は、「新しい学術を切り拓く真に優れた独自性のある研究」 

を重点的に支援するよう明確化する。「現在の世界最先端の研究」の連続的 

な発展や単なる大型化を支援するのではなく、新しい学術の展開に向けた挑戦

性を重視し、研究者が従来の研究活動を超えて大きなブレイクスルーを目指す

研究を支援する。 

○ 複数回の受給はできないものとする。（研究テーマが全く異なる場合は例外

的に受給可とする。） 

○ 研究費は可能な限り応募額を尊重して支援する。また、研究期間は研究の

必要性に応じて柔軟（長め）に設定できるようにする。 

 

（審査方式の改善） 

○ 審査・評価第一部会での 3系での審査体制は基本的に維持するが、委員の

人数は適切な規模とする。また、委員の任期は最長で 6年とし、審査の継続性

に配慮する。 

○ 最終的な採否は 3系の代表者の合議で決定する。 

○ 「特別推進研究」では、原則的に外国人研究者の審査への参加を求めるが、

応募課題の内容によっては日本人のみを審査へ参加させることとする。また、

外国人研究者による審査への参加にあたっては、現在行っている審査意見書を

充実させ、研究課題の評価に踏み込んだ実質的なものにすることを検討する。 
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○ 当部会としては、ＪＳＰＳ報告に示された現状評価は適切なものであり、

当該提言を踏まえ、「特別推進研究」を、挑戦性を重視したボトムアップ型の

大型基礎研究による新しい学術の展開を期した助成制度として位置づけ直す

ことが適当である。厳しい財政事情を勘案するならば、新陳代謝を促進する

観点から、受給回数の制限を設けることも妥当な措置であると考える。 

 

○ 新制度の導入時期については、科研費改革の画期となる平成 30年度を目途

とすることが望ましい。今後、研究費部会において、ＪＳＰＳにおける具体

化に向けた検討作業と緊密な連携を図りつつ、種目体系・枠組みの見直し等

の科研費改革全体に係る審議が深まることを期待したい。また、文部科学省

に対しては、学術政策の本旨を十分踏まえつつ、新制度への円滑な移行に向

けて適切な行財政措置を講じることを求めたい。 
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平 成 2 7 年 12 月 4 日 

 

科研費大規模研究種目（特別推進研究）の在り方について 

日本学術振興会 学術システム研究センター 

 

１．日本学術振興会における検討の経緯 

 科研費の大型研究種目の在り方ついては、「我が国の学術研究の振興と科研費改革について」（第7

期研究費部会における審議の報告）（中間まとめ）（平成26年8月27日 科学技術・学術審議会学術分

科会）や、「科研費改革の実施方針」（平成27年9月29日 科学技術・学術審議会学術分科会了承）に

おいて、研究種目の在り方を含め改善方策について検討を行うこととされている。 

平成27年6月10日に開催された研究費部会（第8期第3回）では、科研費大規模研究種目（特別推進

研究、新学術領域研究）の在り方の検証について審議が行われ、具体的な検証作業については科学

報告の骨子 

 特別推進研究が大型基礎科学研究の発展に果たしてきた役割と意義の分析を踏まえ、その一層

の発展を図るために、特別推進研究の科研費制度における在り方と改革の方向性、及び審査方法

について総合的に検討した。主な提言は以下の通りである。 

（特別推進研究の位置付けの明確化） 

○ 特別推進研究は、「新しい学術を切り拓く真に優れた独自性のある研究」を重点的に支援す

るよう明確化する。「現在の世界最先端の研究」の発展、大型化を支援するのではなく、新

しい学術の展開に向けた挑戦性を重視し、研究者が研究者人生で「ここ一番」の大きなブレ

イクスルーを目指す研究を支援する。 

○ 複数回の受給はできないものとする。（研究テーマが全く異なる場合は例外的に受給可とす

る。） 

○ 研究費は可能な限り応募額を尊重して支援する。また、研究期間は研究の必要性に応じて柔

軟（長め）に設定できるようにする。 

（審査方式の改善） 

○ 審査・評価第一部会での 3 系での審査体制は基本的に維持するが、委員の人数は適切な規模

とする。また、委員の任期は最長で 6 年とし、審査の継続性に配慮する。 

○ 最終的な採否は 3 系の代表者の合議で決定する。 

○ 特別推進研究では、原則的に外国人研究者の審査への参加を求めるが、応募課題の内容によ

っては日本人のみを審査へ参加させることとする。また、外国人研究者による審査への参加

にあたっては、現在行っている審査意見書を充実させ、研究課題の評価に踏み込んだ実質的

なものにすることを検討する。 

センター内限定 

資料２ 
（別添） 
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研究費補助金審査部会（以下、「審査部会」という。）が担当することとなった。 

研究費部会が審査部会に提示した具体的な検討事項は、以下のとおりである。 

・当該研究種目を創設した目的・意義が十分に達せられているか（規模に相応しい顕著な成果が

挙がっているか等）。 

・研究の発展を支援する観点から、他の研究種目との間の役割・機能分担は十分明確なものとな

っているか。 

・審査や評価は、社会の要請や変化に適切に対応したものとなっているか。 

・応募・採択状況について、新陳代謝が十分になされているか。 

・科研費以外の大型研究費制度との役割・機能分担は十分明確になされているか。 

今回検証の対象となる大規模研究種目のうち、特別推進研究については、公募、審査を担当して

いる日本学術振興会内で検討し、報告するよう審査部会より要請があった。 

 日本学術振興会では、この要請を踏まえ、学術システム研究センターで検討を行い、以下のとお

り審査部会に報告するものである。 

 

２．現状認識及び論点 

2.1 特別推進研究の意義 

特別推進研究は、「国際的に高い評価を得ている研究をより一層推進するために、研究費を重点的

に交付することにより、格段に優れた研究成果が期待される一人又は比較的少人数の研究者で組織

する研究計画」を支援する研究種目と位置付けられ、個人が応募できるものとしては科研費制度の

中で最も大型の研究種目である。研究者の自由な発想に基づくボトムアップ型の大型学術研究を支

援する唯一の競争的研究費として、研究者からの需要は高い。平成 21 年度公募分から特別推進研究

の審査が日本学術振興会に移管され、それ以降、毎年 110～120 件程度の応募があり、そのうち 15

件程度が採択されている。人文・社会系では主に大規模調査研究など、理工系では主に大型装置の

開発による研究推進など、生物系では主に貴重な実験動物の継続的飼育や研究員の雇用による研究

の大規模推進などと、分野によるスタイルの違いはあるが、いずれの系においても次の例に示すよ

うな顕著な学術的研究成果が得られている。これらは、トップダウン型の大型研究費に必ずしも馴

染まない基礎的研究であり、特別推進研究によってのみ実現できたものと言える。 

○ 人文・社会系の課題では、一橋大学（当時） 高山 憲之 教授による「世代間問題の経済分析

（平成 18 年度～平成 22 年度）」において、健康情報と所得情報を備えた高齢者に関するパネ

ルデータを構築して世代間所得分配に関する理論的分析を行い、世代間衡平性を基盤とする

社会保障制度の具体的方法の提言等に結びつけたことが高く評価されている。 

○ 理工系では、大阪大学 山内 和人 教授による「硬Ｘ線 Sub-10nm ビーム形成と顕微鏡システ

ムの構築（平成 18 年度～平成 22 年度）」において、高い分解能を持つ走査型のＸ線顕微鏡シ

ステムを完成させたことが高く評価された。また、北海道大学 圦本 尚義 教授による「原始
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太陽系の解剖学」（平成 20 年度～平成 24 年度）では、月の試料やはやぶさが回収したイトカ

ワ試料を分析し、隕石金属粒子に残る原始太陽風の酸素同位体比を明らかにするなど太陽系

像構築につながる重要な成果を挙げているほか、京都大学 榊 茂好 教授による「d-電子複合

系の理論化学：新しい高精度大規模計算法による微視的理解と予測」（平成 22 年度～平成 26

年度）において、ハイブリッド型高精度大規模電子状態理論計算法を開発し、多核遷移金属

錯体の電子物性や d-電子複合系の電子起状態など、理論科学上の難題を解明した。 

○ 生物系の課題では、東京工業大学 大隅 良典 特任教授による「オートファジー分子機構とそ

の多様性の解明」（平成 19 年度～平成 23 年度）では、Atg の解析を中心に、オートファジー

形成の分子機構や選択的オートファジーに関して数々の重要な発見をするなど、オートファ

ジーの新規分野を開拓し、世界をリードする極めて独創的な研究が展開された。 

また、顕著な学術的研究成果が出ていることは、研究進捗評価（検証）において、当初目標に対

し期待以上の成果があった（「A+」）という評価を受ける研究が、評価対象件数の１割程度あること

にも表れている（平成 23 年度から平成 27 年度までの平均）。このように、特別推進研究は、様々な

分野のボトムアップ型大型学術研究を支援し、学術全体の発展に大きく寄与している。 

 

2.2 顕在化している問題点 

一方で、特別推進研究には、成果が挙がれば挙がるほど連続採択、複数回受給、ひいては指定席

化が進む問題をはじめ、研究機関が推進するプロジェクトの補完として用いられているという問題、

さらにはミニ新学術領域的な提案がなされているといった問題など、制度の在り方に関わる問題が

少なからず顕在化している。複数回受給された研究者の数は、特別推進研究の審査が平成 21 年度公

募分から日本学術振興会に移管され、それ以降、平成 27 年度までに採択された研究課題の研究代表

者 100 名についてみると、2 回以上採択された者は 25 名（人文・社会系：2 名、理工系：12 名、生

物系：11 名）であり、3 回以上採択された者は 8 名（人文・社会系：1 名、生物系：7 名）であった。

例えば、生物系では、比較的高齢で高い実績を有している「著名な研究者」がポスドクを雇用し研

究を続けるような課題を、その時点での研究成果の比較において採択するという傾向が見られる。

特別推進研究の新規採択件数が全分野で 15 件程度と少ないこともあり、特定の研究者によるこのよ

うな連続採択が、若手、中堅研究者の特別推進研究への応募意欲をそぎ、結果として生物系での応

募件数の低下を招いていることが指摘されている。また、研究機関がその設置目的のために推進す

る大型研究を補完するような研究提案も毎年見られ、そのような研究課題が特別推進研究として相

応しいかどうかという議論も、審査で繰り返されている。これらについてはこれまでにも審査の中

で適切な判断を求めてきており、近年、若干の改善が見られるものの、制度上で整理しなければ十

分に対応できない状況になっている。事実、審査・評価第一部会とその運営小委員会で、これらの

ことが毎年指摘されている。 

また、特別推進研究が設立された当初は、このような規模の研究費は他になかったが、予算のし
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くみや社会状況が変わり、他にも大型研究費制度が設けられるなどして、当時の理想と現在の状況

は乖離している。特別推進研究を取り巻く環境変化として、国立大学にあっては、平成 16 年の法人

化に伴い、文部科学省の大型研究のための予算費目が運営費交付金の特別経費に一本化され、私立

大学においても機関が申請する事業形態が主流となり、研究者が自由に提案できる大型の研究費が

減ったことが挙げられる。一方で、平成 8 年の第一期科学技術基本計画の策定以降、様々な研究費

制度、研究プログラムが創出されてきたことも、特別推進研究に微妙に影響を与えているように見

える。 

このような状況にあって、様々な規模の学術研究の調和のとれた推進と、ボトムアップ型の大型

学術研究に対する要請に応えるために、科研費制度の中での特別推進研究の位置付けを総合的に検

討し、必要な制度改革を行うことが求められている。 

 

３．特別推進研究の改革の方向性 

3.1 科研費研究種目の中での特別推進研究の位置付けについて 

上記の問題を解決する一つの方向性として、科研費予算の拡充によって特別推進研究の採択数を

増やすことが考えられる。しかし、現在の日本の財政状況を勘案するに、かつてのような大幅な予

算増額は見込めず、現状の科研費の枠組みの中で特別推進研究レベル（年間 1 億円規模）の研究を

広く継続して支援することは難しいと思われる。また、科研費があらゆる学術研究を支えている現

状にあって、いかに優れた研究であっても、限られた研究者に上記レベルの支援を長年続けること

は、新しい学術の展開に向けた挑戦性を重視する研究を生み出すための予算が確保できないという

弊害を起こす可能性があり、学術研究の多様な発展の見地から必ずしも適切とは言えない。科研費

制度全体のバランスを考えるとき、複数回受給しながら継続的に研究できる最も金額規模の大きな

研究種目は基盤研究（S）と考え、それ以上の規模の継続支援は、研究機関が独自に概算要求を行い

獲得した予算で措置するか、あるいは、研究テーマによっては他の競争的研究経費で措置されるべ

きであろう。もちろん、特別推進研究に連続して応募する背景には、大規模な研究のための経費を

運営費交付金等で措置していくのが近年ますます困難になっているという現実がある。しかし、科

研費においても、予算の増加がない限りは連続採択を支援できる状況にはない。大型研究の支援の

在り方については、科研費制度を超えて他の制度との役割分担の議論が不可欠である。 

このような現状を踏まえると、特別推進研究は「国際的に高い評価を得ている研究をより一層推

進するために、研究費を重点的に交付することにより、格段に優れた研究成果が期待される一人又

は比較的少人数の研究者で組織する研究計画」を対象とするという研究種目の基本的性格は維持し

つつ、「新しい学術を切り拓く真に優れた独自性のある研究」を支援することに重点を置くべきであ

り、そのように研究種目の位置付けを明確化する必要がある。すなわち、基盤研究の単なる発展、

大型化ではなく、研究者がその研究者人生において「ここ一番」の大きなブレイクスルーを目指す

研究を重点的に支援する研究種目と考える。採択課題はこの位置付けに基づいて厳選する一方、必
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要な研究費については可能な限り応募額を尊重して支援するなどの改善が必要である。また、研究

期間についても、挑戦性の高い研究が十分な研究成果を出せるまで着実に支援する意味で、現行の

5 年にとらわれずに長くすることも可能とし、かつ、研究の進捗によってフレキシブルに経費の執

行ができるように基金化を図ることが極めて有効である。 

特別推進研究の位置付けを上記のように「ここ一番のときの支援」及び、新しい学術の展開に向

けた挑戦性を重視する研究の支援とした場合、受給できる回数を 1 回に制限することは十分合理的

と考えられる。もっとも、全く違うテーマの場合は例外的に認めるなどの配慮は検討に値するであ

ろう。連続採択、複数回受給の可否を審査委員会の見識に委ねることは原理的には可能であるが、

これまでの経験上、それが実質的にうまく機能しにくいことは明らかである。研究経費の多寡によ

らず、特別推進研究は「特殊」、「特別」と位置付けられる重みがあるべきで、その重みを前面に出

すことで複数回の受給制限を制度化すべきであると考える。 

 

＜具体的提案＞ 

○ 特別推進研究は、「新しい学術を切り拓く真に優れた独自性のある研究」を重点的に支援する

よう明確化する。「現在の世界最先端の研究」の発展、大型化を支援するのではなく、新しい

学術の展開に向けた挑戦性を重視し、研究者が研究者人生で「ここ一番」の大きなブレイク

スルーを目指す研究を支援する。 

○ 複数回の受給はできないものとする。（研究テーマが全く異なる場合は例外的に受給可とす

る。） 

○ 研究費は可能な限り応募額を尊重して支援する。また、研究期間は研究の必要性に応じて柔

軟（長め）に設定できるようにする。 

 

3.2 特別推進研究の審査方法 

特別推進研究では 2 回の合議審査を行っており、専門分野毎に 3 系（人文・社会系、理工系、生

物系）の各小委員会で、研究計画調書のほか審査意見書（国内・海外）等も活用してヒアリング研

究課題を選定、その後ヒアリング審査を経て採択候補研究課題を決定している。この審査方法につ

いては、いくつかの問題点が指摘されている。第一は、審査・評価第一部会の委員及び分野の構成

である。現在、人文・社会系、理工系、生物系の各小委員会の人数は、それぞれ 13 名、26 名、17

名で、様々な研究分野をカバーするという観点から人数が増えてきた経緯がある。一方で、小委員

会での活発な議論、特に、異なる専門分野から見た研究発展性についての議論がしにくくなってい

る面がある。このようなことから、審査員の人数についての再検証や、3 系で別々に審査すること

がよいかどうかについての検討が必要である。 

第二は海外の研究者に審査意見書の作成を依頼していることである。海外の審査協力者には、研

究計画調書の概要を送っているが、その内容では応募者がどの程度のポテンシャルを持っているか
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どうかは評価できても、提案している研究計画自体を評価するには不十分である。客観的に見ると

その作業量に見合った効果は得られておらず、海外の審査意見書がなくても同様の審査レベルは維

持できるという議論が根強くある。海外の研究者の評価の取り入れ方については、再検討が必要な

時期にきている。 

 

【審査組織の構成について】 

 「3.1」で述べたように、特別推進研究の位置付けを明確にして、採択件数を厳選する場合は、少

ない資源を有効に活用するためにも 3 系の間での調整がこれまで以上に重要になる。3 系別々に審

査する場合は、系別に金額、件数の目安を示さず、まず各系で検討の上で推薦リストを作成し、3

系の代表者が集まってどの課題が優れているか、系を超えて議論をすることが考えられる。一方、3

系を合同で審査することも検討の余地があるが、系を超えて応募課題を比較することが極めて難し

いということも想定できる。したがって、3 系の合同審査については、その実現可能性について精

査が必要である。 

 いずれの場合も、委員の人数を適切な規模とし、十分な情報に基いて委員間の議論を活発にする

ことが必要である。その場合、審査の専門性を確保するために、審査意見書の充実（件数、内容）

を図るべきである。また、審査査員の任期を長くして、より責任をもって審査・評価ができるよう

にすべきである。例えば 1 期 2 年で 3 期まで継続可能とし、毎年 3 分の 1 ずつ交替し、制度上は 6

年間までは審査委員を務めることができるようにするなどの対応が考えられる。 

 

【外国人研究者による審査（海外レフェリー）について】 

特別推進研究の審査において、外国人研究者による審査意見書を用いているが、現状は概要版で

の審査となっており、研究代表者の評価と研究目的の評価を依頼している。日本国内の研究者の研

究水準を鑑みると、全ての分野において「新しい学術を切り拓く真に優れた独自性のある研究」を

選び出していくことや、研究内容が「国際的に高い評価を得ているかどうか」を審査することは国

内審査で十分可能である。一方、多様でより広い評価視点を持つことは、学術の発展のために一般

に有効であると言える。したがって、特別推進研究では、原則的に外国人研究者の審査への参加を

求めるが、応募課題の内容によっては日本人のみを審査へ参加させることとする。また、外国人研

究者の審査への参加にあたっては、現在行っている審査意見書を充実させ、研究課題の評価に踏み

込んだ実質的なものにすることを検討する必要がある。例えば、研究計画調書は全て英語で記載し、

本格的に内容の審査を国際的に行うのも一案である。この場合、外国人研究者を審査委員として招

へいして合議審査に加えることも考えられるが、コストがかさむことや適切な審査委員が確保でき

るかといった問題がある。したがって、計画調書全体を送り、審査意見書を提出してもらうのが現

実的な選択であろう。（応募者と審査委員の負担軽減の見地から、ヒアリング対象課題になったもの

に対してのみ、審査意見書を取るという考えもある）。また、国際的な観点を入れるとすれば、審査
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だけでなく評価に加えるという可能性も考えられる。 

なお、外国人研究者による審査については、海外の研究資金配分機関の状況調査などを踏まえ、

その有効性及び実施方法を十分検討する必要がある。また、審査の充実のためには、事務体制もそ

れ相応の対応が必要になってくるため、適切な体制が組めるか検討しておく必要がある。 

 

＜具体的提案＞ 

○ 審査・評価第一部会での 3 系での審査体制は基本的に維持するが、委員の人数は適切な規模

とする。また、委員の任期は最長で 6 年とし、審査の継続性に配慮する。 

○ 最終的な採否は 3 系の代表者の合議で決定する。 

○ 特別推進研究では、原則的に外国人研究者の審査への参加を求めるが、応募課題の内容によ

っては日本人のみ審査へ参加させることとする。外国人研究者の審査への参加にあたっては、

現在行っている審査意見書を充実させ、研究課題の評価に踏み込んだ実質的なものにするこ

とを検討する。 

 

４．その他（運用、評価について） 

特別推進研究の評価は、これまで、研究進捗評価、事後評価（「研究進捗評価の検証」）、追跡評価

の 3 段階で行われている。研究進捗評価と事後評価はいずれも、研究計画調書に記載された当初の

計画がどこまで達成されているかを評価するものになっている。しかし、研究が挑戦的であればあ

るほど、研究の遂行においては紆余曲折があるのが当然で、評価を単純に当初計画に対する達成度

で計ることは適当とは言えない。むしろ、どのような新しい成果が出たのかという、ポジティブ評

価にした方が良いと考える。また、追跡評価については、その目的があいまいで、審査・評価第一

部会の各系小委員会での議論でも、実効性や必要性について疑問の声があがることがしばしばであ

る。一定期間が経過した後に、かつて採択された特別推進研究の課題がどのような波及効果をもた

らしたか、どれだけ新しい芽が出たか等を指標とし、例えば「追跡調査」として実施することが適

当ではないかと考えられる。 

また、現在、特別推進研究では国庫債務負担行為による年度ごとの歳出化額の制限により、研究

者が本当に必要な時に必要な額を配分できる仕組みになっていないため、研究遂行に大きなゆがみ

が生じている。この制度の撤廃は喫緊の課題であるため、例えば基金化等を導入するなど、研究者

が無理な研究遂行計画を策定せずにすみ、かつ、使いやすいような仕組みに変えていく必要がある。 
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科研費大規模研究種目の在り方の検証等について 

 
 
 科研費における大規模研究種目（「特別推進研究」、「新学術領域研究」）の在

り方については、科研費改革の一環として検討課題(※1)が掲げられており､これ

を踏まえ､審査部会において、日本学術振興会との連携（別紙）を図りつつ、主

に以下の観点から成果・課題を検証する（おおむね平成２７年内）。研究費部会

では、当該検証の結果を踏まえ、所要の改善方策について審議を行い、できる

だけ速やかに成案を得るものとする。なお、検証等に当たっては、各分野の相

違・特質についても適切に配慮して審議を行う。 
 
 
＜検証の主な観点の例＞ 
 
【共 通】 
□ 当該種目を創設した目的・意義が十分に達せられているか（規模に相応しい

顕著な成果が挙がっているか等）。 
 

□ 研究の発展を支援する観点から、他の研究種目との間の役割・機能分担は十

分明確なものとなっているか。 
 

□ 審査や評価は、社会の要請や変化に適切に対応したものとなっているか。 
 
 
 

【「特別推進研究」関係】 
□ 応募・採択状況について、新陳代謝が十分になされているか。 

 
□ 科研費以外の大型研究費制度との役割・機能分担は十分明確になされている

か。 
 
 
【「新学術領域研究」関係】 
□ 採択領域において｢コアグループの形成による知の集積｣(※2､3)が持続的に

図られているか。 
  

参考資料 

科学技術・学術審議会学術分科会 
研究費部会（H27.6.10 第 3 回） 
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※１ 科学技術・学術審議会学術分科会 

「我が国における学術研究の振興と科研費改革について」(平成 26年 8月 27 日) 

４．科研費改革の基本的な方向性 
（科研費の基本的な構造の改革） 
○ また、大規模科研費（現行の特別推進研究、新学術領域研究）については、グローバル
化を踏まえた審査や評価の改善を検討することが求められる。さらに、そのような大型研
究の枠組みの中で次世代の研究者を育成する仕組みや、研究者の自由な発想によるボトム
アップで育った有望な研究テーマを伸ばし、国際プレゼンスを戦略的に上げていくような
仕組みを科研費制度に内在化していくための検討が必要である。 

 

 

※２ 学術分科会学術の基本問題に関する特別委員会 

「学術振興上の重要な取組について」(平成 23年 7 月 15 日) 

３ 当面の検討課題 
④ コアグループの形成による知の集積 
我が国の学術研究においては、大学共同利用機関、共同利用・共同研究拠点の整備等に

より、様々な研究者ネットワークが形成されてきた。 
一方、このような組織整備による取組以外にも、各分野において、個々の研究者による

連携は行われているが、分散的な連携にとどまっている場合もある。 
このため、世界に発信できるような知を創出するコアとなる研究グループを研究者の自

発性に基づき形成するなど、知の集積を図っていくための方策について、中長期的観点か
ら総合的に検討することが必要である。 
その際、大学共同利用機関、共同利用・共同研究拠点の整備等のこれまでの取組のほか、

例えば、科学研究費補助金の「新学術領域研究」等について、更なる発展に向けた検討が
求められる。 
 
 

※３ 学術分科会研究費部会 

「科学研究費助成事業（科研費）の在り方について」(平成 24年 7月 25 日) 

３ 新学術領域研究の改善 
 （前略） 「学術振興上の重要な取組について（これまでの意見のまとめ）」（中略）に
おいて、研究者ネットワークのコアとなる研究グループの形成という観点を新学術領域研
究に取り入れることなどについて検討することが求められており、これらを受け、領域研
究の成果をより発展させるための支援の在り方について、本部会において検討を行った。 
（継続支援） 
（前略） 新たな領域提案が過去に採択された領域研究の成果をベースとしている場合

には、これまでの領域研究の成果やその評価を領域申請書に記載することとし、審査に適
切に反映することにより、これまでの研究により構築された研究ネットワークの発展を促
すことが必要である。 （中略） 
一方、異分野連携・共同研究等により新たな芽を育む研究を支援していくことが学術研

究の発展にとって重要であることはいうまでもなく、新学術領域研究内での成果評価のみ
ならず、様々なかたちで築かれつつある研究ネットワークの成果についても、適切に評価
し、支援していくことが重要である。 
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「特別推進研究」の見直しに係る検討課題 

 

科学研究費補助金審査部会がとりまとめた「科学研究費助成事業『特別推進研究』の

今後のあり方について」を踏まえ、「特別推進研究」の後継種目（以下「ポスト特推」

という。）の在り方を具体化するに当たって、特に以下のような論点についての検討を

要する。 

 

○ 「ポスト特推」の位置付けの明確化 

・どのような名称が適切か（「変革」等の語を選択肢に入れて検討） 

・挑戦性を一層重視する趣旨に鑑み、「基盤研究」種目に位置付ける現行の枠組みを

見直すことについてどう考えるか 

・受給回数制限、応募額及び研究期間の柔軟化などをどう具体的に制度設計するか 

 

○ 審査・配分方式の改善（審査体制、国際化など） 

・「ポスト特推」の目的にふさわしい計画を採択するためにはどのような審査基準・

審査体制が適当か 

・外国人ペーパーレフェリーをどのように活用するか 

・各分野を一律に扱う現行の配分方式は適当か 

 

○ 期間中・終了後の評価・フォローアップの在り方 

・「ポスト特推」において生まれた成果は、どの段階でどのように評価すべきか 

 

○ 他の種目、科研費以外の制度との関係 

・「ポスト特推」等の大規模種目と他の種目とのポートフォリオの適正なバランス等

はどうあるべきか 

・他の公的研究費との重複受給をどのように設定するか 

・「ポスト特推」の連続受給を不可とすることを踏まえ、助成終了後、所属機関又は

他の公的研究費による継続的な支援にどのようにつなげるか（例えば戦略的創造研

究推進事業などの他の大規模種目との連携をどのように強化するか） 

・「ポスト特推」助成終了後を見据えた研究基盤整備や「ポスト特推」を活用した大

学改革の推進に鑑み、間接経費比率の引き上げや他の研究基盤強化方策との組み合

わせについてどのように考えるか 

 

研究費部会（第８期第７回） 

H28.7.5 配付資料 
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（１）我が国の研究をめぐる状況

出典：科学技術指標２０１５（平成2７年８月 科学技術・学術政策研究所）

上段：国・地域別論文数の推移、下段：TOP10%補正論文数の推移

○ 日本が産出する論文数及び高被引用度論文数（Top10%補正論文数）の国際的なシェアは低下傾向
（論文数：２位→５位、Top10％補正論文数：４位→８位）。

日本で産出される論文の状況
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トップ論文における日本のシェア

出典：内閣府作成 第５期科学技術基本計画（関係資料 図4-24）

各国の総論文に対する被引用回数Top10%論文の割合の推移

出典：内閣府作成 第５期科学技術基本計画（関係資料 図4-25）
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◎学術研究が「国力の源」としての役割を果たすためには、

◆ 挑戦性
（研究者の知を基盤にして独創的な探究力により新たな知の開拓に挑戦する
こと）

◆ 総合性
（学術研究の多様性を重視し、伝統的に体系化された学問分野の専門知識を
前提としつつも、細分化された知を俯瞰し総合的な観点から捉えること）

◆ 融合性
（異分野の研究者や国内外の様々な関係者との連携・協働によって、新たな
学問領域を生み出すこと）

◆ 国際性
（自然科学のみならず人文学・社会科学を含め分野を問わず、世界の学術コ
ミュニティーにおける議論や検証を通じて研究を相対化することにより、
世界に通用する卓越性を獲得したり新しい研究枠組みを提唱したりして、
世界に貢献すること）

が必要であり、現代の学術研究にはこの４点が特に強く要請されている。

出典：「学術研究の総合的な推進方策について（最終報告）」（平成２７年１月科学技術・学術審議会学術分科会）

学術研究の現代的要請

○ 「新たな研究テーマを見出すための探索的な研究」、「新しい研究領域を生み出すような挑戦的
な研究」については、イノベーションを俯瞰する者、研究関係者ともに、「減っている」と認識。

出典：「科学技術の状況に係る総合的意識調査（NISTEP 定点調査2014）」 （2015 年3 月 文部科学省 科学技術・学術政策研究所）

注） イノベーション俯瞰グループ（約５００名） ・・・・・・・・産業界等の有識者、研究開発とイノベーションの橋渡し（ベンチャー、産学連携本部、
ベンチャーキャピタル等）を行っている方、シンクタンク・マスコミで科学技術にかかわっ
ている方、病院長など

大学・公的研究機関グループ（約１，０００名） ・・・大学・公的研究機関の長、世界トップレベル研究拠点の長、最先端研究開発支援プロ
グラムの中心研究者、大学・公的研究機関の部局や事業所の長から推薦された方

研究内容の変化
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○ 「短期的な成果が出ることを強く志向する研究者」が増えているとの認識が一番高い。他方、

「長期的な研究戦略を重視して、研究テーマにじっくりと取り組む研究者」は減っているとの認
識。

出典：「科学技術の状況に係る総合的意識調査（NISTEP 定点調査2014）」 （2015 年3 月 文部科学省 科学技術・学術政策研究所）

注） イノベーション俯瞰グループ（約５００名） ・・・・・・・・産業界等の有識者、研究開発とイノベーションの橋渡し（ベンチャー、産学連携本部、
ベンチャーキャピタル等）を行っている方、シンクタンク・マスコミで科学技術にかかわっ
ている方、病院長など

大学・公的研究機関グループ（約１，０００名） ・・・大学・公的研究機関の長、世界トップレベル研究拠点の長、最先端研究開発支援プロ
グラムの中心研究者、大学・公的研究機関の部局や事業所の長から推薦された方

研究者の行動の変化

学術研究への基礎的投資の推移

○ 大学の基盤的経費が削減傾向にある中、科研費の増額はそれを補う水準に達しておらず、全体
として縮小傾向。

*括弧内の数値は、平成16年度の合計額を100としたときの割合
*平成28年度は助成見込み額
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大学等教員の研究時間
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19.9

19.5

17.5

0 20 40 60 80 100

2002

2008

2013

％

（調査年）

科学技術・学術政策研究所「NISTEP_大学等教員の職務活動の変化 －「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」による2002年、2008年、
2013年調査の3時点比較－」（2015年4月）、「科学技術の状況に係る総合的意識調査（NISTEP 定点調査2015）」（2016年3月）より作成

46.9 29.3 11.7 12.1

0 20 40 60 80 100

理想の配分
(2015)

研究 教育 社会サービス その他

％

11.9ポイント差

○ 大学等教員の研究時間は減少傾向にある。
○ 理想の職務活動時間の配分と現実との差は、研究時間において最大となっている。

（２）科研費制度の概況・改革
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◇ 科学研究費助成事業（科研費）は、人文学・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」（大学等の
研究者の自由な発想に基づく研究）を対象とする唯一の競争的資金

◇ 大学等の研究者に対し広く公募の上、応募課題について複数の研究者（延べ６，０００人以上）が審査するピア・レビューにより厳正に審査を行い、
研究費を支給

◇ 予算規模は２，２７３億円（助成額は２，３４３億円）（平成２８年度）
◇ 科研費全体で ・新規応募約１０万件に対し、採択は約２．６万件（平成２７年度）

・継続課題と併せて、年間約７．３万件の研究課題を支援

研究の性格

資金の性格

研究者の自由な発想に基づく研究
（学術研究）

【curiosity-driven research】

政策課題対応型研究開発
【mission-oriented research】

科研費による研究の推進

府省がそれぞれ定める
目的のための公募型研究

の実施

政府主導の
国家プロジェクトの実施

研究開発法人等における
戦略的な研究開発の推進

大学・大学共同利用機関等

における研究の推進

競争的資金等
（公募・審査による

課題選定）

基盤的経費等

（運営費の交付等）

科研費の位置付け

科研費の応募・採択件数、採択率の推移

1,913 1,932 1,970 2,000 

2,633 2,566 

2,381 

2,276 2,273 2,273 
2,204 

2,307 2,318 2,305 2,318 2,343 

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

億円

年度

科研費の予算額・助成額の推移

予算額

助成額

科学研究費助成事業（科研費） ～学術研究を支える競争的資金の充実～

Ｈ12年

度

Ｈ13年

度

Ｈ14年

度

Ｈ15年

度

Ｈ16年

度

Ｈ17年

度

Ｈ18年

度

Ｈ19年

度

Ｈ20年

度

Ｈ21年

度

Ｈ22年

度

Ｈ23年

度

Ｈ24年

度

Ｈ25年

度

Ｈ26年

度

Ｈ27年

度

Ｈ28年

度

Ｈ29年

度

Ｈ30年

度

Ｈ31年

度

Ｈ32年

度

応募件数計 77,979 83,548 79,433 80,394 78,679 89,568 94,440 91,773 96,372 96,565 89,097 91,737 88,808 93,888 96,528 99,475 103,355 107,386 111,574 115,925 120,446

平均採択率 21.4% 20.8% 22.4% 21.1% 22.2% 21.3% 21.3% 22.1% 20.3% 22.6% 22.2% 28.5% 28.3% 27.3% 26.9% 26.5% 25.5% 24.6% 23.6% 22.8% 21.9%

120,446 

21.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

新
規

応
募

件
数

（
件

）

目標とのギャップは8ポイント
＝約9,800件（※）

２４年度から２７年度（３年間）の平均伸び率 ３．９％

※ ２８年度以降の採択率は、採択件数が、２７年度と同数と仮定して試算。
また、応募件数の推計値に対して、採択率３０％で採択した場合の採択
件数と、採択率の推計値で採択した場合の採択件数との差を試算。

応募件数・採択率の推計
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基盤研究（Ｓ）
独創的・先駆的研究の格段の発展

原則５年 5,000万～２億円程度
（420件/3,800万円（2,920万円）〔年額〕）

研究活動スタート支援
２年以内 年間150万円以内

（1,700件/130万円（100万円））〔年額〕）

特別推進研究
国際的に高い評価を得ている研究

３～５年 制限なし （5億円程度）
（75件/ 9,920万円（7,630万円）〔年額〕）

新学術領域研究
〔研究領域提案型〕 ５年

異分野連携等による新領域の形成
共同研究等による領域の格段の進展

年間1,000万～3億円程度
（2,600件/1,070万円（820万円）〔年額〕）

基盤研究（Ａ）
研究者個人の独創的・先駆的研究

３～５年 2,000～5,000万円
（2,200件/1,090万円（840万円）〔年額〕）

挑戦的萌芽研究 ※１

挑戦的で高い目標設定を掲げた芽生え期の研
究

１～３年 ～500万円
（8,900件/150万円（120万円）〔年額〕）

若手研究（B）※１
39歳以下 若手研究者の自立支援

２～４年 ～500万円
（14,800件/140万円（110万円）〔年額〕）

基盤研究（Ｃ） ※１
研究者個人の独創的・先駆的研究

３～５年 （Ｃ） ～500万円
（32,400件/140万円（110万円）〔年額〕）

基盤研究（Ｂ）
研究者個人の独創的・先駆的研究

３～５年 500～2,000万円
（8,700件/470万円（360万円）〔年額〕）

特別研究員奨励費
３年以内 年間150万円以内

（6,400件/100万円（100万円））〔年額〕）

若手研究者の自立支援 新領域の形成、挑戦的研究

国
際
活
動
支
援
班

(

国
際
共
同
研
究
、

ポ
ス
ド
ク
の
相
互
派
遣
）

特
設
分
野
研
究

基盤研究の支援

若手研究（A）
39歳以下 若手研究者の自立支援

２～４年 （Ａ） 500～3,000万円
（1,300件/630万円（480万円）〔年額〕）

※１・・・平成２３年度より基金化した研究種目
※２・・・「国際共同研究加速基金」として平成２７年度より基金にて予算措置
※３・・・「特設分野研究基金」として平成２７年度より基金にて予算措置（審査は基盤Ｂ，Ｃの審査区分として実施し、研究期間は応募年度により応募可能な期間が異なる）
※４・・・丸囲みの数字は平成２７年度新規採択率（採択件数／応募件数）
※５・・・各研究種目においてカッコ書き内で記載したデータは、平成２７年度の採択件数（新規＋継続）、平均配分額（総数及び直接経費）〔概数〕

※２

国
際
共
同
研
究
強
化

（
研
究
者
の
海
外
派
遣
等
）

400名程度
半年～１年程度
海外派遣
1,200万円以下

1分野あたり30
件程度

22.4
％

29.9
％

25.0
％

―

13.2
％

13.2
％

23.1
％

23.1
％

29.8
％

16.0
％

23.6
％

全種目年間平均配分額（直接経費）：210万円

※２

Ｈ27年度（40領域程度）
領域設定期間と同期間
単年度1,500万円以下

※３

科学研究費助成事業の研究種目

○第５期科学技術基本計画 （平成28年1月22日 閣議決定）

第４章 科学技術イノベーションの基盤的な力の強化
（２）知の基盤の強化

① イノベーションの源泉としての学術研究と基礎研究の推進

ⅰ）学術研究の推進に向けた改革と強化

知のフロンティアが急速な拡大と革新を遂げている中で、研究者の内在的動機に
基づく学術研究は、新たな学際的・分野融合的領域を創出するとともに、幅広い分野
でのイノベーション創出の可能性を有しており、イノベーションの源泉となっている。

このため、学術研究の推進に向けて、挑戦性、総合性、融合性及び国際性の観点
から改革と強化を進め、学術研究に対する社会からの負託に応えていく。

具体的には、科学研究費助成事業（以下「科研費」という。）について、審査シス
テムの見直し、研究種目・枠組みの見直し、柔軟かつ適正な研究費使用の促進を行
う。その際、国際共同研究等の促進を図るとともに、研究者が新たな課題を積極的
に探索し、挑戦することを可能とする支援を強化する。さらに、研究者が独立するた
めの研究基盤の形成に寄与する取組を進める。加えて、研究成果の一層の可視化
と活用に向けて、科研費成果等を含むデータベースの構築等に取り組む。このような
改革を進め、新規採択率３０％の目標を目指しつつ、科研費の充実強化を図る。

（後略）

政府の方針（学術研究・科研費関連部分）
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○国立大学の基本機能の維持向上
○ポイント1:優れた資質・能力を有する多様な入学者の確保と受入環境の整備
○ポイント2:大学間等の機能的な連携・共同による教育研究水準の向上

○以上の取組（基本機能とポイント1～2）に係る財政措置及び制度改革の在り方

国立大学は、今後、以上の取組を主体的にかつ着実に実行していく。他方、国には、厳しい財政状況の下
ではあるが、これらを支える制度・環境の整備と支援を要請するものである。その中で、特に教育研究経費
の配分については、教育研究の特性である多様性、長期的な視野、自由な発想等の重要性に鑑みて、次の
ような基本的な考え方に基づくべきである。

① 基盤的な教育経費は安定的な運営費交付金で保証する。そのためにこれ以上の運営費交付金の削減は
行わない。

② 個々の大学の特長を活かした基盤的な研究や研究者の独自性の高い研究についても運営費交付金で安
定的に措置する。

③ 大学・研究組織の連携・共同で展開する研究・教育については、運営費交付金の一部と文部科学省内の
競争的資金の一部を一体的に活用できるよう柔軟かつ競争的に支援する。

④ 研究者の個々の自由な発想に基づいたボトムアップ研究は、文部科学省科学研究費補助金で支援する。

⑤ 各省庁が牽引する社会ニーズに対応するための研究費については、各制度の趣旨・目的や相互の関連性
を整理した上で、大学間、連携グループ間、あるいは個人間での競争性に基づいた方法により配分する。

(平成２７年９月１４日 一般社団法人 国立大学協会）

国立大学の将来ビジョンに関するアクションプラン（抄）

○ 科研費の獲得に特化し、何らかの数値目標又はそれに準じた目標を設定している大学（※）は、
３５機関（全国立大学の４１％）。

このうち、応募件数に関するものは１４大学、採択数に関するものは２５大学（両者を記載してい
るものは４大学）
※ 外部資金一般に関する数値目標と解されるものは除く。

○ 多くの大学は、応募・採択の増を目指しているが、現状の維持を目標とする大学も若干ある。

○ 指標としては、件数よりも比率（応募率、採択率など）を用いる大学が多い。

＜特色ある例＞
― 獲得額に着目： 筑波大学、岐阜大学、福岡教育大学、奈良先端科学技術大学院大学
― 科研費の研究種目に着目： 新潟大学、岡山大学

○ 第３期の「３つの重点支援の枠組み」別に見ると、重点支援③（世界トップ）の大学が少数。
重点支援①（地域ニーズ） ２４大学／５５大学 （４４％）

重点支援②（分野毎拠点） ８大学／１５大学 （５３％）

重点支援③（世界トップ） ３大学／１６大学 （１９％）

国立大学における科研費獲得に係る数値目標等
－第３期中期目標・計画の概況－

-49-



「科研費審査システム改革2018」のポイント

「総合審査」方式 －より多角的に－

個別の小区分にとらわれることなく審査委員
全員が書面審査を行ったうえで、同一の審査
委員が幅広い視点から合議により審査。

※基盤研究（Ｓ）については、「審査意見書」を活用。

・特定の分野だけでなく関連する分野からみ
て、その提案内容を多角的に見極めることに
より、優れた応募研究課題を見出すことがで
きる。

・改善点（審査コメント）をフィードバックし、研
究計画の見直しをサポート。

最大４００余の細目等で公募・審査

中区分（６５）で公募

小区分を複数集めた審査区分

小区分（３０４）で公募
これまで醸成されてきた多様な
学術に対応する審査区分

大区分（１１）で公募
中区分を複数集めた審査区分

科研費の公募・審査の在り方を抜本的に見直し、
多様かつ独創的な学術研究を振興する

※細目数は３２１、応募件数が最多の「基盤
研究（Ｃ）」はキーワードによりさらに細分化
した４３２の審査区分で審査。

挑戦的萌芽研究

若手研究（Ａ）
（Ｂ）

基盤研究（Ｓ）

基盤研究（Ａ）
（Ｂ）
（Ｃ）

挑戦的萌芽研究※２

若手研究 （Ｂ）

基盤研究（Ｂ）
（Ｃ）

基盤研究（Ｓ）

○すべての研究種目で、細目ごとに同様
の審査を実施。

○書面審査と合議審査を異なる審査委
員が実施する２段審査方式。

「２段階書面審査」方式 －より効率的に－

同一の審査委員が電子システム上で２段階に
わたり書面審査を実施し、採否を決定。

・他の審査委員の評価を踏まえ、自身の評価
結果の再検討。

・会議体としての合議審査を実施しないため審
査の効率化。

現行の審査システム

●特別推進研究（平成30年度公募以降見直し予定）、新学術領域研究の在り方については別途検討。

基盤研究（Ａ）

若手研究 （Ａ）※１

新
た
な
審
査
シ
ス
テ
ム
へ
移
行

「分科細目表」を
廃止

新しい区分表と審査方式 平成30年度助成（平成29年9月公募予定）～

※２ 平成29年度公募から後継種目を導入

※１ 平成30年度公募以降見直し予定

大区分

中区分1：思想、芸術およびその関連分野

小区分 キーワード

01010 〔哲学および倫理学関連〕

哲学一般、倫理学一般、西洋哲学、西洋倫理学、
日本哲学、日本倫理学、応用倫理学

01020 〔中国哲学、印度哲学および仏教学関連〕

中国哲学思想、インド哲学思想、仏教思想、書
誌学、文献学

01030 〔宗教学関連〕

宗教史、宗教哲学、神学、宗教社会学、宗教心
理学、宗教人類学、宗教民族学、神話学、書誌
学、文献学

中区分は、いくつかの小区分を集めたも
のであり、基盤研究（A）、若手研究（A）の

審査区分。ただし、中区分に含まれる小
区分以外の内容の応募を排除するもの
ではない。

新たな「審査区分表」の概要

平成３０年度助成（平成２９年９月に公募予定）からは、従来の「分科細目表」を廃止し、新たな
「審査区分表」に基づき審査を実施。

新たな「審査区分表」は、研究種目に応じて、基本単位である「小区分」、それを幾つか集めた
「中区分」、さらに「大区分」の内容・編成を示したもの。

（審査区分表（中区分、大区分一覧）抜粋）

小区分にはキーワードが付し
てあるが、応募者が小区分の
内容を理解する助けとするた
めのもので、キーワードに掲
げられていない内容の応募を
排除するものではない。

小区分は審査区分の基本
単位であり、基盤研究
（B,C）、若手研究（B）等の
審査区分。

大区分は、いくつかの中
区分を集めたものであり、
基盤研究（S）の審査区分。

ただし、大区分に含まれ
る中区分以外の内容の
応募を排除するものでは
ない。

※一部の小区分は複数の中区分に属しており、応募者は自らの応募研究課題に最も相応しいと思われる中区分を選択可能。
（一部中区分も、複数の大区分に属している。）-50-



別紙２「総合審査」の概要

１課題あたり、より幅広い分野にわたって（「中区分」ご
と）配置された複数名の審査委員が電子システム上で
書面審査（相対評価）を実施。

書面審査の集計結果をもとに、書面審査と同一の審査委員が合議
によって多角的な審査を実施し、採否を決定。

＜審査委員＞

A

B C
D

E

F G

H

書面審査
結果

採
否
を
決
定

＜審査委員＞

A B C D

E F G H

応募
書類

応募
書類

応募
書類

応募
書類

応募
書類応募

書類

応募
書類

応募
書類

書面審査（中区分、大区分ごと） 合議審査（中区分、大区分ごと）

「基盤研究（Ａ）」、「若手研究（Ａ）」、「基盤研究（Ｓ）」については、幅広い分野の審査委員が、
電子システム上で書面審査を行った上で合議審査を行う「総合審査」を実施する予定。

【「総合審査」のイメージ】

具体的な運営方法については、引き続き検討。

（３）「挑戦的萌芽研究」の現状等
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【対 象】 一人又は複数の研究者で組織する研究計画であって、独創的な発想に基づく、挑戦的で高い目標設定
を掲げた芽生え期の研究計画

【応募総額】 ５００万円以下 【研究期間】 １～３年

【応募・採択件数】 平成２７年度 新規 応募件数 16,757件 採択件数 3,952件 採択率 23.6％

新規＋継続 応募件数 21,709件 採択件数 8,904件

平成２７年度 新規応募における研究期間

応募件数
応募件数全体

に占める割合
採択件数

採択件数全体

に占める割合

1年間 802 4.8% 158 4.0%

2年間 8,768 52.3% 2,275 57.6%

3年間 7,187 42.9% 1,519 38.4%

16,757 100% 3,952 100%

※小数点第２位を四捨五入しているため、100％にならない。

※報道発表資料より作成。
※平成２３年度の基金化以降は当該年度の当初計画額を計上している。

14,545 

16,119 15,993 
15,000 

15,605 

13,336 

12,505 
12,734 

12,559 

13,865 

15,366 

16,757 

1,779 1,801 1,677 1,820 
1,117 

1,640 1,412 

3,809 3,759 3,582 3,950 3,952 

12.2%
11.2%

10.5%

12.1%

7.2%

12.3%
11.3%

29.9% 29.9%

25.8% 25.7%

23.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

応募件数（新規） 採択件数（新規） 採択率

挑戦的萌芽研究

挑戦的萌芽研究の応募・採択件数、採択率の推移件

萌芽研究

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

平成２７年度 新規配分額（直接経費）の推移
百万円

「挑戦的萌芽研究」の概要

「挑戦的萌芽研究」への平成２７年度の応募・採択を見ると、40歳～49歳の研究者による応募が多い傾
向にある。

※科学研究費のうち、「新学術領域（研究領域提案型）『生命科学系３分野支援活動』」、「奨励研究」にかかる採択件数を除く。

0%

20%

25%

29%

22%

22%

24%

24%

21%

26%

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

応募件数 採択件数 採択率

「挑戦的萌芽研究」応募・採択（H27新規）

3%

27%
29%

30%

27%

25%

25%

23%
22%

25%

25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

17,500

20,000

応募件数 採択件数 採択率

（参考）科研費応募・採択（H27新規）

「挑戦的萌芽研究」の年齢別応募・採択状況（H27年度新規）
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年度
研究種目の

名称
研究期間

研究費の
規模

概要

平成7年度
以前

一般研究（Ｃ） 3年以内
300万円

以内

応募者自身の選択で、自己の研究課題を「萌芽
的研究」である旨を説明する制度（自己申告
制）を実施し、研究実績より研究計画が、「萌
芽的研究」（※）に該当するかどうかの観点か
ら審査を実施。
※「萌芽的研究」とは、独創的な発想、特に意外性のある着想に

基づく芽生え期の研究をいい、例えば、従来の定説をも変えう
るような成果が生まれてくること、又はその契機となることが
期待されるもの等をいう。（平成７年度公募要領）

平成8年度 萌芽的研究 3年以内
300万円

以内
研究種目 「萌芽的研究」を設け、研究遂行能
力（研究者の研究業績等）によらず審査を実施。

平成14年度 萌芽研究 3年以内
500万円

以内
研究種目を「萌芽研究」に変更し、応募総額を
300万円以下から500万円以下に拡大。

平成21年度 挑戦的萌芽研究 3年以内
500万円

以内

「独創的な発想に基づく、挑戦的で高い目標設
定を掲げた芽生え期の研究計画」と対象を変更
し、審査委員が相対評価により上位５％と判断
した研究課題（総合評点「ＡＡ」を付した研究
課題）について特に重視し、採択候補研究課題
を決定。

「挑戦的萌芽研究」の変遷

１.応募書類における特徴
研究計画調書に研究業績の記述を要しない。

２.書面審査における特徴
●評定要素

基盤研究等の評定要素とは異なり、研究課題における斬新なアイディアやチャレンジ性を特に評価。

(1) 「挑戦的萌芽研究」としての妥当性
・明確に斬新なアイディアやチャレンジ性を有する研究課題となっているか。
・下記のような例示を含め、「挑戦的萌芽研究」としての性格付けが明確に行われており、

この種目に相応しい研究課題となっているか。
①新しい原理の発見や提案を目的とした研究
②学術上の突破口を切り拓くと期待される斬新な着想や方法論の提案
③学界の常識を覆す内容で、成功した場合、卓越した成果が期待できる研究

(2) 研究課題の波及効果
・当該分野もしくは関連分野の研究進展に対する大きな貢献、新しい学問分野の開拓等、

学術的な波及効果が期待できるか。
・将来的に、科学技術、産業、文化など、幅広い意味で社会に与える革新的な

インパクト・貢献が期待できるか。

(3) 研究計画・方法の妥当性
・研究目的を達成するため、研究計画は十分に練られたものとなっているか。
・研究計画・方法に照らして、研究期間は妥当なものか。
・研究計画・方法に照らして、研究経費の配分は妥当なものか。

「挑戦的萌芽研究」の審査方式・審査基準①
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２.書面審査における特徴
●総合評点

まず表１の評定基準に基づき絶対評価による４段階評価を行い、全ての課題の評価終了後、
表２の評定基準に基づき、相対評価により、「ＡＡ」又は「Ａ」の評価を行う。

３.合議審査における特徴
各審査グループは、採択候補研究課題の選定に当たっては、
第１段審査の審査結果の総合評点「ＡＡ」を特に重視するとともに、
各審査委員が付した絶対評価の平均点を勘案して、採択候補研究課題を選定。

（注）応募に当たり、研究者は「分科細目表」により細目を選択。また、二段審査制により審査を実施。

「挑戦的萌芽研究」の審査方式・審査基準②

本アンケートは、「挑戦的萌芽研究」を終了（平成25年度）した研
究代表者（1,929名）を対象に、平成27年８月に実施したもの（回収
件数：1,000）。

約９割の研究者が、挑戦的な研究を支援する重要性
が高まっていくと回答。

1.極めて重要に

なっていく

64.5%

2.どちらかと

いえば重要に

なっていく

22.4%

3.特に重要性に

変わりは無い

11.7%

4.重要ではなく

なっていく

1.4%

Ｑ 最近の基盤的研究費をめぐる状況を踏まえると、

「挑戦的萌芽研究」のように、過去の実績にとらわれ
ずアイディアの斬新性を重視し、挑戦的な研究を支援
する仕組みについて、今後の重要性をどう考えます
か。

○ 約９割の研究者が、「挑戦的萌芽研究」のよ
うな過去の実績にとらわれずアイディアの斬
新性を重視し、挑戦的な研究を支援する仕組
みについての重要性が高まっていくという認
識が存在。

○ 「挑戦的萌芽研究」に応募した理由として、
半数以上が「自分の専門分野とは異なる新し
い研究テーマを開始する」ことを挙げており、
その結果として、約６割は「当初の着想とは
違ったが、次につながる結果を得た」と認識。

○ その一方で、「挑戦的萌芽研究」の研究費
の規模及び研究期間が不充分であると、それ
ぞれ約３割の研究者が認識。

学術研究における「挑戦性」に関するアンケート調査結果①
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半数が「新しい研究テーマの開始」に向けて、挑戦的萌芽研
究に応募しており、分野の壁を超えるインセンティブとなって
いる。研究種目の違いを考慮しない者はほとんどいない。

Ｑ あなたが、科研費の研究種目の中から、「挑戦的萌芽研

究」を選んで応募した理由について、当てはまるものを選ん
で下さい。（複数回答可）

１．これまでの自分の研究業績では、「挑戦的萌芽研究」でしか
評価されないと考えたため

２． 自分の専門分野とは異なる新しい研究テーマを開始するため
３． これまでの研究業績の延長で試したい研究テーマがあったため
４． 他の研究種目と重複して申請し、不採択のリスクを減らすため
５． 特に研究種目間の性質の違いを考慮していない

24.4%

50.9%
47.0%

27.6%

1.6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

１． ２． ３． ４． ５．

挑戦の結果について、当初の着想どおりとする者が半数
弱である一方、それを上回る約６割が当初の着想とは
違ったが、次につながる結果を得ている。

Ｑ 平成２５年度に終了した「挑戦的萌芽研究」で得た結果
について、以下から選択してください。（複数回答可）

１． 当初の着想どおりの結果を得た。
２． 当初の着想とは違ったが、次につながる結果を得た。
３． 当初の着想を発展させるような結果は得られなかった

46.5%

57.5%

4.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

１． ２． ３．

学術研究における「挑戦性」に関するアンケート調査結果②

１．当初の着想どおりの
結果を得た。

２．当初の着想とは違っ
たが、次につながる結
果を得た。

３．当初の着想を発展さ
せるような結果は得ら
れなかった

１．これまでの自分の研究業績で
は、「挑戦的萌芽研究」でしか評
価されないと考えたため

129
(12.9%)

135
(13.5%)

17
(1.7%)

２．自分の専門分野とは異なる新し
い研究テーマを開始するため

232
(23.2%)

310
(31.0%)

17
(1.7%)

３．これまでの研究業績の延長で
試したい研究テーマがあったため

222
(22.2%)

266
(26.6%)

21
(2.1%)

４．他の研究種目と重複して申請し、
不採択のリスクを減らすため

107
(10.7%)

172
(17.2%)

17
(1.7%)

５．特に研究種目間の性質の違い
を考慮していない

4
(0.4%)

9
(0.9%)

2
(0.2%)

応募時における「新しい研究テーマを開始するため」や「試したい研究テーマがあったため」という動機付けが、
「当初の着想とは違ったが、次につながる結果」をもたらした傾向。

「応募した理由」「得た結果」のクロス集計

※括弧内のパーセンテージは、回答者総数（1,000人）に占める割合。

学術研究における「挑戦性」に関するアンケート調査結果③
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現行の「挑戦的萌芽研究」について、研究費の規模や研
究期間が不十分とする研究者が多い（それぞれ約３
割）。

Ｑ 平成２５年度に終了した「挑戦的萌芽研究」による研究

遂行について、どのようにお考えですか。当てはまる項
目について、以下から選択してください。

1.研究費の

規模が足りな

かった
33.1%

2.研究期間が

短かった
27.4%3.着想につい

て、十分検討

すべき点が

あった
4.2%

4.研究手法に

改善すべき点

があった
12.7%

5.研究組織の

分野構成に改

善すべき点が

あった
1.1%

6.特段の研究

遂行上の課題

はなかった
21.5%

１．国立大学

62.3%２．公立大学

6.8%

３．私立大学

21.0%

４．短期大学

0.2%

５．高等専門

学校

0.7%

６．大学共同

利用機関

0.9%

７．国立試験

研究機関

1.9%

８．特殊法人、

独立行政法人

5.2%

９．一般社団

法人、一般財

団法人

0.5%

１０．企業等の

研究所

0.5%

回答者のうち、６割は国立大学、２割は私立大学の研究者
（科研費の配分結果とほぼ同じ）

（参考）回答者の所属

学術研究における「挑戦性」に関するアンケート調査結果④

８割の研究者が共同研究代表者制の意義を認めている。

その効果は多様であり、とりわけ、異分野との連携や多様な
学問的アプローチの可能性への期待が多い。

Ｑ 挑戦的な研究を促進する上で、２名程度の研究者が対等の

立場で行う共同研究を支援する仕組み（共同研究代表者制
Co-PI）が有効であるという指摘があります。こうした仕組みに
どのような点で意義があると考えますか。（複数回答可）

１． 新たな学問領域の探索・伸長
２． 異分野との連携・融合
３． 多様な学問的アプローチの総合による当該分野の発展・深化
４． 産学共同によるイノベーションの萌芽の探索・伸長
５． 特に意義・メリットを感じない

39.0%

61.5%

47.1%

19.7% 20.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

１． ２． ３． ４． ５．

○ ２名程度の研究者が対等の立場で行う共同
研究について、異分野との連携や多様な学問
的アプローチによる当該分野の発展・深化に
対する期待が大きい。

○ 新たな学問領域の創成や異分野融合などに
つながる挑戦的な研究を支援するという「挑戦
的研究（開拓）」の性格に鑑み、研究代表者と
対等の立場で研究に参画する共同研究代表
者制の選択的試行を検討する。

学術研究における「挑戦性」に関するアンケート調査結果⑤
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（遠藤悟（2013）「米国国立科学財団（NSF）の評価基準の改訂」科学技術・学術政策研究所「科学技術動向」より文科省作成）

NSFのメリットレビュー基準に関する動き

1997
メリットレビュー基準に、「知的メリット（Intellectual Merit」と「より幅
広いインパクト（Broader Impact）」の２つの基準を導入

2002
事業要旨の中に「知的メリット」「より幅広いインパクト」の両方の評価基
準が述べられていない場合には審査をすることなく書類を返還する仕組みを
導入

2011.1
「2010年アメリカCOMPETES再授権法」が成立
NSFにおいて「より幅広いインパクト」に関し、８つの達成すべき目標が示
された。

2011.12
米国科学審議会（NSB）が、NSFのメリットレビュー基準の改訂に関する報
告書を提出

2013
NSBから提出された報告書に基づき改訂されたNSFのメリットレビュー基準
の適用（2013年1月から適用）

○ 2011年のメリットレビュー改訂の背景の一つとして、1997年の「知的メリット」「より幅広いインパクト」の導入
以降、「より幅広いインパクト」に関して、例えば研究代表者からは本来的な研究活動から外れた活動と感じられると
の意見が示され、また、評価者からは「知的メリット」と比較してどのような重み付けをするべきか判断が難しいとの
声が挙げられていたことがある。

NSFにおけるメリットレビュー基準（Merit Review Criteria）

○ 2011年12月に米国科学審議会（National Science Board, NSB）から提出された報告書
に基づきNSFのメリットレビュー基準が改訂され、2013年1月から適用された。

○ 当該改訂において、3つの原則、2つのレビュー基準、5つの考慮すべき要素が示された。

◆原則１：全てのNSF のプロジェクトは、最高の質を有し、知のフロンティアを（変容させ
ないとしても、）拡大させる潜在性を持つべきである。

◆原則２：NSF のプロジェクトは総体として、社会的な目標に対して、より幅広く貢献すべ
きである。これらの「より幅広いインパクト」は、研究そのもの、又は特定の研
究プロジェクトに関連する活動、あるいは特定のプロジェクトの支援を受けつつ
補完的な関係にある活動を通して達成されるようなものである。

◆原則３：NSFのプロジェクトに対する評価は、幅広いインパクトの効果とプロジェクトに
用いられるリソースとの相関関係に留意しつつ、適切な基準に基づき実施される
べきである。研究活動の規模が限定的である場合には、当該活動を別個に評価す
ることは有意義なものとはなりにくい。したがって、これらの研究活動の効果測
定においては、個々のプロジェクトよりも、より総体的に行われることが最善と
考えられる。

NSFにおけるメリットレビュー基準（2013年～）①

-57-



○ レビュアーは、全てのプロポーザルについて次の2つの基準から評価することが求められ
る。

◆レビュー基準１「知的メリット」
・知の高度化に関する潜在性

◆レビュー基準２「より幅広いインパクト」
・社会的な利益や、特定の期待される社会的アウトカムの達成に関する潜在性

○ 「知的メリット」「より幅広いインパクト」の双方について、
以下の要素が考慮されなければならない。

◆要素１：次の点に関し、研究活動の潜在性は何か。
a. 当該分野あるいは異なる分野を通じた知識・理解の高度化（知的メリット）
b. 社会的な利益や期待される社会的アウトカムの達成（より幅広いインパクト）

◆要素２：研究活動は、どれだけ創造的、独創的であり、潜在的にトランスフォーマティブな
概念を提示し探求するか。

◆要素３：研究活動の実施計画は十分な妥当性があり、十分に練られており、論拠に基づくも
のとなっているか。また、研究活動の成否について評価するメカニズムが組み込
まれているか。

◆要素４：提案する者、チーム、組織は十分にその活動を行う能力を有しているか。

◆要素５：研究代表者は（所属機関においてあるいは他機関との協働を通じて）研究活動を行
うに当たって十分なリソースを利用することができるか。

NSFにおけるメリットレビュー基準（2013年～）②

◆「探索的研究初期概念グラント」 （EArly-concept Grants for Exploratory 
Research –EAGER）

・未だ初期段階で実証されていないが、潜在的にトランスフォーマティブな研究アイデアやア
プローチの調査研究をサポートするグラント。その対象は急進的に異なるアプローチを含む
点や、新しい専門知識を適用する点や、新しい学問や学際的な展望を呼び起こすという点等
から、「ハイリスクであるが成功した場合にはインパクトの大きい研究」と考えられる。

・期 間： 最高2年（更新不可）

・配分額： 一件あたり最高30万ドル（約3600万円 ※1ドル＝120円）

・応 募： 事前にプログラムオフィサーにコンタクトする必要がある。

・審 査： 基本的に内部審査のみで、外部によるピアレビューは行われない。

・審査の着眼点：EAGER固有の評価基準は存在しない。他の種目と同様に、「知的メリット
（Intellectual Merit）」と「より幅広いインパクト（Broader Impact）」の二つが適用
される。申請者は、なぜその研究が他のグラントには適合しないのか、どうしてそれが
EAGERにふさわしいのかを申請書に記すことが求められる。

・応募・採択状況（採択率）

※申請前の却下分（非公表）は、応募数に含まれない。

応募数 採択数 採択率 １課題当たりの配分額

FY2014 537 462 86％ 18万4000＄

NSFにおけるTransformative Researchを支援するプログラム
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（４）「若手研究」の現状等

「若手研究（A）」

支援対象：39歳以下の研究者が一人で行う研究

研究期間：２～４年

研 究 費 ：500～3,000万円

新規応募：1,736件 新規採択：389件

採 択 率 ：22.4％

「若手研究（B）」

支援対象：39歳以下の研究者が一人で行う研究

研究期間：２～４年

研 究 費 ：～500万円

新規応募：19,272件 新規採択：5,771件

採 択 率 ：29.9％
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※平成20年度から21年度にかけて応募件数が大幅に増えているのは、平成21年度公募より、「若手研究（A・B）」の対象年齢を37歳以下
から39歳以下に引き上げたことが理由の一つと考えられる。

「若手研究（Ａ・Ｂ）」の概要
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1952（昭和27）年 ・若手研究者育成のための「助成研究」を新設。

1958（昭和33）年 ・「助成研究」の名称を「各個研究Ｂ」に変更。

1968（昭和43）年 ・科研費制度の全面改正に伴い、「各個研究Ｂ」の名称を「奨励研究（Ａ）」に変更。

1983（昭和58）年 ・「奨励研究（Ａ）」の応募限度額を100万円から120万円に改正。

1984（昭和59）年 ・「奨励研究（Ａ）」の対象年齢を35歳以下から37歳以下に改正。

1997（平成9）年 ・「奨励研究（Ａ）」の研究期間を1年から2年に、応募総額を120万円から300万円に改正。

2002（平成14）年
・「奨励研究（Ａ）」を「若手研究（Ａ・Ｂ）」に区分するとともに、応募総額を300万円から、「若手研究（Ａ）」は
500万円以上3000万円以下、「若手研究（Ｂ）」は500万円以下に改正。

2006（平成18）年
・「若手研究（ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ）」を新設（対象：研究者の職を得て2年以内の研究者）。
・「若手研究（Ａ）」「若手研究（Ｂ）」の研究期間を2～3年間から、2～4年間に改正。

2007（平成19）年 ・「若手研究（Ｓ）」を新設（対象：42歳以下の研究者）。

2008（平成20）年 ・「若手研究（Ａ・Ｂ）」の対象年齢を37歳以下から39歳以下に改正。

2009（平成21）年 ・「若手研究」に受給回数制限を導入。

2010（平成22）年
・「若手研究（Ｓ・ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ）」の新規募集を停止。

（参考）最先端・次世代研究開発支援プログラム（ＮＥＸＴ）の新設。

2011（平成23）年 ・「若手研究（Ｂ）」に基金化の導入。

2013（平成25）年 ・「若手研究（Ｂ）」の審査希望分野として2つの細目を選択可能とする制度の導入。

（文部科学省作成）

科研費における若手研究者に対する支援制度の変遷

○ 39歳以下の研究者は「研究活動スタート支援」「若手研究（A・B）」の採択が大部分を
占めており、40代から応募する研究種目が大きく変化する。
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※科学研究費のうち、「新学術領域（研究領域提案型）『生命科学系３分野支援活動』」、「特設分野研究」、「奨励研究」を除く。

年齢別・種目別応募件数（H27年度新規）
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○ 若手研究者（39歳以下）の採択率は、大型種目である「特別推進研究」「基盤研究
（S）」を除き、全体の採択率よりも高いことがわかる。

○ 若手研究者の「若手研究（A・B）」における採択率と、同規模の種目である「基盤研究
（B・C）」における採択率を比較すると、後者の方が高いことがわかる。
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若手研究者の採択率（H27年度新規）

①平成26度に「若手研究（Ａ）」を終了した研究者による応募件数全体（438件）

○ 平成２７年度の新規応募・採択件数について、①平成２６年度に「若手研究（Ａ）」を終了した研究者に
よる応募件数、②平成２６年度に「若手研究（Ａ）」を終了した研究者による採択件数をみると、「若手研究
（Ａ） 」を終えた研究者の半数近くが、「基盤研究（Ｂ）」へ応募していることがわかる。

※科学研究費のうち、「新学術領域（研究領域提案型）」、「特設分野研究」、「国際共同研究加速基金」、「研究活動スタート支援」、「奨励研究」にかかる応募・採択件数を除く。

「若手研究（Ａ）」終了後の応募・採択課題

②平成26年度に「若手研究（Ａ）」を終了した研究者による採択件数全体（180件）
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出典：「科学技術の状況に係る総合的意識調査（NISTEP 定点調査2015）」 （2016年3 月 文部科学省 科学技術・学術政策研究所）

Q1-2: 若手研究者に自立と活躍の機会を与えるための環整整備は充分と思いますか。（2011年～2015年）

⇒ 大学及び公的研究機関のいずれでも不充分との認識が示されている。
⇒ 第1、3 グループにおいて不充分との強い認識が示されている。

NISTEP 定点調査2015

・ テニュア・トラック制度の導入や普及
・ スタートアップ資金や若手研究者向けの助成の充実(機関独自・外部資金)
・ 若手研究者の育成が重要であるとの認識の定着
・ 若手研究者が利用可能な機器の整備
・ 競争的資金審査において業績ではなく提案自体を評価する審査員が増加

充分度を上げた理由の例

・ 国の支援や運営費交付金等の減により、スタートアップ資金等の若手研究
者への支援が困難になった

・ テニュア・トラック制度やスタートアップ資金等の導入が一通り進み停滞感が
みられる(人数が限られている)

・ 若手が独立して研究を行う研究環境となっていない(不安定な身分等、専念
義務の縛りが強くなった)

・ 雑用や各種業務の増加
・ 海外と比べて不充分(海外留学の経験から)
・ 任期期限の制限、延長の要件が厳しい

充分度を下げた理由の例

※大学グループの定義

日本国内の論文シェア（2005 年～2007 年）が、

第１G： 5％以上の大学（該当する全4大学を対象とする）
第２G： 1％以上～5％未満の大学（該当する全13大学を対象とする）
第３G： 0.5％以上～1％未満（該当する27大学のうち、15大学を抽出）
第４G： 0.05％以上～0.5％未満の大学（該当する135大学のうち、50大学を抽出）

研究活動スタート支援に関する障壁

各施策における「若手研究者」の要件

事業 実施主体 支援額 申請資格（年齢・学位取得に係るもの）

【年齢を要件としている制度】

科学研究費助成事業
「若手研究（A）」「若手研究（B）」

文部科学省
日本学術振興会

若手研究（A）：500万～3,000万円/2～4年
若手研究（B）：～500万円/2～4年

満39歳以下

厚生労働科学研究費補助金
「若手育成型」

厚生労働省 100万～500万円/年
※事業によって支援額が異なる

満39歳以下

最先端・次世代研究開発支援プログラム
（NEXT）

内閣府
日本学術振興会

～2億円/～4年 満45歳以下

卓越研究員事業 文部科学省 ～600万円/年
（人文学・社会科学系は～400万円）

満40歳未満（博士号取得の者に限る）

【学位取得後の期間を要件としている制度】

特別研究員（PD） 日本学術振興会 ～150万円/年（研究費）
36万2000円/月（研究奨励金）

博士号取得後5年未満

基礎科学特別研究員 理化学研究所 100万円/年（研究費）
48万7000円/月（給与）

博士号取得後5年未満

【年齢と学位取得後の期間の双方を要件としている制度】

テニュアトラック普及・定着事業 文部科学省 ～1200万円/2年（スタートアップ経費）
※システム改革経費は別途措置

博士号取得10年後以内かつ40歳未満

科学技術人材育成のコンソーシアムの
構築事業

文部科学省 ～1000万円/2年（スタートアップ経費）
※システム改革経費は別途措置

博士号取得10年後以内かつ40歳未満

注）学問分野によって異なる応募要件を設けるものや、産休・育休を取得した者等の要件を緩和するもの、学位取得者だけではなく満期退学者の応募を
認めるものなどがあるため、表中で取り上げている応募要件はその一部であることに留意が必要。

（各事業の公募要領等より文部科学省作成）-62-



若手研究（Ａ）（Ｂ）の応募要件に係る調査結果

学位取得後

5年程度まで

14%
（24機関）

学位取得後

10年程度まで

39%
（69機関）

学位取得後15
年程度まで

6%
（10機関）

その他
40%

（70機関）

未回答
1%

（2機関）

うち反対を理由とす
るもの・・・46機関

平成25年度科研費交付件数が58件以上の機関（計200機関）を対
象に、平成25年9～10月に調査を実施（回答数：175機関。回答率87.5%）

Ｑ：貴機関では、学位取得時期を「若手研究（A）（B）」の
応募要件とする場合に、学位取得後何年程度までを応
募要件とすることが適当と考えますか。

○ 応募要件を学位取得後5年程度までとする主な理由
・若手研究者に、早い段階で「基盤研究」で競争できる研究力を付けてもらう
ように促していくことが望ましい。

・5年以上に設定すると、その中でも研究歴が長い研究者が有利になり、研究
を開始したばかりの研究者に支援が行き届かなくなる。

・日本学術振興会特別研究員（PD）にも科研費の応募資格が与えられてい
る。

○ 応募要件を学位取得後10年程度までとする主な理由
・学位取得後3〜5年留学し、その後助教等に採用された場合、通常5年程度
の任期もしくはテニュアトラック期間があることが多く、合わせて学位取得後
10年程度が妥当である。

・社会経験を有する者などの多様なキャリア形成に配慮する必要がある。
・海外の研究機関等に一度就職してから国内の研究機関に採用されて応募
資格を得るといった事例も考慮する必要がある。

・「若手研究」に2回採択されることを考えると、5年では短すぎる。

○ その他と回答した主な理由（反対について）
・学位取得は分野・大学によって要件や取得時期、取得状況が多様である。
・学位を取得せずに研究者としてのキャリアを積んだ後に博士号を取得した
者が有利になる。

・学位取得時期を一人ずつ確認するには事務作業量が膨大になる。
・40歳以上の研究者も応募できる可能性があり、「若手研究」という性質から
乖離する。

○ その他と回答した主な理由（懸念・留意事項等について）
・若手研究者への過度の配慮により、かえって若手研究者の成長を妨げる可
能性がある。

・出産等によりキャリアが途切れた場合には除算期間を設けるべき。
・社会人経験者等については別途の基準があってもよいのではないか。
・複数の学位を取得している場合はどう扱うか。

学位取得後「10年程度まで」又は「5年程度まで」を適当
とする回答が比較的多く、年齢要件を見直すこと自体に
反対する意見は少数であった。

（５）「特別推進研究」の現状等
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〔目的〕国際的に高い評価を得ている研究をより一層推進するために、研究費を重点的に交付することにより、格段に優れた
研究 成果が期待される一人又は比較的少人数の研究者で組織する研究計画

審査に当たっての着目点（抜粋）

・特別推進研究については、新規で応募する際、他の研究種目について
も重複して応募することは可能であるが、特別推進研究に採択された
場合は、特別推進研究の課題のみ実施することとなる。 （専念・専従）

重複制限

・ 応募金額： ５億円程度までを上限の目安とする。
（真に必要な場合には、それを超える応募も可能。下限については
制限を設けない。）

・ 研究期間： ３～５年間

応募金額・研究期間

(a) 特別推進研究として推進する必要性
・国際的に高い評価を得ている研究をより一層推進するための研究種
目である特別推進研究の対象として、ふさわしい研究であるか。

・現在、特別推進研究に採択されている研究代表者からの応募研究
課題については、特別推進研究として引き続き推進することが、ふさ
わしい研究であるか。

(b) 研究の独創性及び研究の意義
・研究目的、方法が独創的であるか。
・学界等における関連研究の発展に対し、学術的又は社会的要請に
応え、革新的な貢献をすることが期待されるものであるか。

(c) 研究分野の現状と動向及びその中でのこの研究課題の位置付け
・当該研究分野の現状と動向にかんがみ、当該研究分野において、
世界の最先端を競いあっている研究であるか。

・当該研究は、国際的な評価が高いか、あるいは高い評価を得られる
可能性が高いものであるか。

(d) 研究遂行能力及び当該分野における評価
・研究者の研究業績にかんがみ、その研究を遂行し、成果をあげるこ
とが期待できるか。

・国内において当該研究及びこれと競う研究を遂行している研究者の
うちで、特別推進研究を遂行する者として適した者であるか。

・同一又は複数の研究機関に所属する研究者が数人で共同して行う
研究の場合、研究組織、研究施設・設備等の諸条件にかんがみ、有
機的連携が保たれ、研究が効率的に進められるものとなっているか。

(e) 研究計画と研究進捗評価を受けた研究課題の関連性（該当する研
究課題のみ）

・研究進捗評価結果を踏まえ、更に発展することが期待できるものと
なっているか。

(f) 応募研究経費の妥当性
・大幅に減額することが相当であると認められるか。
・他の研究資金との不合理な重複や過度の研究費の集中の可能性は
ないか。

特別推進研究の概要について 平成２７年度配分額：５，６４７百万円［７４件］

採択研究
課題の
決定

●審査委員とは別に、
関連分野研究者６名が
審査意見書を作成（非
公表）

●利害関係者を排除

ピア・レビュー

※１

ヒアリング
研究課題
の選定

審査委員・
審査意見書

作成者の選考

交付内定
交付決定

●人文・社会系、理工系、
生物系の各小委員会毎に
ヒアリングを行い、合議に
より採択候補研究課題を
選定

●学術システム研究セン
ター研究員（ＰＯ）による進
行・助言

●審査・評価第一部会 運
営小委員会において、採択
研究課題を調整・決定

審査意見書
の作成

書面審査

合議審査
ヒアリング審査

●13～26名からなる人文・
社会系、理工系、生物系の
各小委員会において、各委
員が審査意見書を参考として
個別に行った審査結果の集
計等をもとに、合議によりヒア
リング研究課題を選定

●学術システム研究センター
研究員（ＰＯ）による進行 ・
助言

※１ ピア・レビュー ： 専門分野の近い研究者による審査

※２ プログラムオフィサー：学術的見地から審査・評価等の業務に参画する第一線の研究者（ただし、審査の透明性・公

正性の観点から審査・採択そのものには関わらない）

●全ての応募課題
に対して審査結果 の
所見を開示

●審査委員は交付決
定後に氏名を公表

●日本学術振興会学術シ
ステム研究センターのプロ
グラムオフィサー（※２）
（122人）等が中心に作業

を行い、当該学術研究分
野に精通した審査委員候
補者を選出し、科学研究
費助成事業審査委員選考
会で決定

●審査員候補者ＤＢの登
録状況（２７年３月現在）

８１，９８０名

●審査意見書作成者は、
学術システム研究センタ
ーにおいて選考

内訳
・国内の研究機関
所属研究者：３名
・海外の研究機関
所属研究者：３名

特別推進研究の審査方法
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成果論文状況
（H8’－H22’）

論文数 5,159 

被引用数 190,638 

一論文あたりの
被引用数

36.95

Top1%割合 3.6%

Top10%割合 24.8%1

12

41

7

人文・社会系 理工系 生物系

２回採択 ３回採択以上

系別の複数回受給者の人数H21’－H27’）

応募・採択件数等の五カ年の推移 分野別応募状況の推移（H21’－H27’）

166

146
128

151 149
139

114

0

20
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140

H21' H22' H23' H24' H25' H26' H27'

人文社会系

数物系科学

化学

工学

生物系

採択された研究代表者中の割合：
25/100 人 （25%）

特別推進研究の応募・採択状況等

期間 応募時 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目

研究期間
５年間

課題の例

第１段審査
（書面）

↓
第２段審査

（合議）

○研究進捗評価
（現地調査）①

○研究進捗評価
（ヒアリング）②

○研究進捗評価の検証
　 ③

　

研究期間

研究進捗評価スケジュール（イメージ）

研究進捗評価の方針・方法

（研究進捗状況評価の方針）
○ 研究進捗評価は、対象となる研究課題の進捗状況を把握し、当該研究のその後の発展に資する目的として実施。

○ 研究進捗評価を受けた研究課題を継続ないし発展させる目的で、最終年度もしくはその前年度において特別推進研究、
基盤研究、又は若手研究に応募がなされた場合は、当該応募研究課題の審査のための資料として進捗評価結果を提供。

○ 研究終了時の成果について評価を実施。

（研究進捗状況評価の方法）
○ 研究進捗評価は、人文・社会系、理工系、生物系の各小委員会において、次の時期に行うヒアリング及び現地調査等を

踏まえ、合議により実施。
・現地調査の時期は、研究課題ごとに各小委員会で判断して実施。（①）
・最終年度前年度にヒアリングを実施。（②）

○ 研究終了翌年度に研究期間全体を通して当初の研究目的が達成されたか等研究成果について検証、評価を実施。（③）

「研究進捗評価」の方針・方法
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通番 機関名 姓 名 小委員会
研究期間

研究課題名
開始 終了

１ 一橋大学 高山 憲之
人文・
社会系

18年度 22年度 世代間問題の経済分析

２ 京都大学 松沢 哲郎
人文・
社会系

20年度 23年度 認知発達の霊長類的基盤

３ 東京大学 河岡 義裕 生物系 18年度 22年度 新型インフルエンザウイルスの出現機構とその制圧

４ 東京大学 豊島 近 生物系 19年度 23年度 イオン輸送体の構造生物学

５ 東京大学 坂野 仁 生物系 19年度 23年度 軸索末端に分子コード化される神経個性

６ 大阪大学 審良 静男 生物系 20年度 24年度 自然免疫の包括的研究

７
独立行政法人理化

学研究所
竹市 雅俊 生物系 20年度 24年度 カドヘリン接着分子群と細胞骨格の連携による細胞行動制御

８ 東京大学 小宮山 眞 理工系 18年度 22年度 スーパー制限酵素による巨大ＤＮＡの遺伝子操作

９ 大阪大学 山内 和人 理工系 18年度 22年度 硬Ｘ線Ｓｕｂ―１０ｎｍビーム形成と顕微鏡システムの構築

平成23年度～27年度に研究進捗評価の検証を実施した課題数 77課題
うち検証結果が「Ａ＋」 （当初目標を超える研究の進展があり、期待以上の成果が見込まれる）は9課題（割合は11.7％）

特別推進研究 研究進捗評価（検証） A＋評価一覧

○ 科研費においては、「長期戦略指針イノベーション２５」等を踏まえ、平成２１年度科研費より、「特
別推進研究」に外国人レフェリー（※）を導入し、外国人レフェリーからの審査意見書を踏まえた審査

を実施。 （※）海外の研究機関等において常勤的に研究活動に従事している者

【概要】
１．応募研究課題１課題に対して、日本人３人、外国人３人、計６名のペーパーレフェリー。

２．学術システム研究センターにおいて、日本人、外国人それぞれについて、正３人＋副３人を選考。

３．審査委員会における審査の参考とするため、外国人レフェリーに
・応募研究課題の研究者が、国際的に高い評価を得ているか、
・研究分野の現状と動向の中で応募研究課題が国際的に高い評価を得られるものであるかどうか

についてコメントを依頼。正に断られたり、期限内に回答が来なかったときに、副に随時依頼。

４．平成２６年度公募の「特別推進研究」（新規応募課題１１１件）での実施状況
・外国人レフェリーによる審査を行ったもの １０８件（注）（９７％）

※１課題あたり３人なので 計３２４件
・外国人レフェリー依頼件数（のべ） ５２３件
・外国人レフェリーからの審査意見書回答数 ２２７件（３２４件に対して７０％）

（注）外国では未知の知見であるため国益を損なう、世界的な先端技術の競争が激烈なためアイデアを海外流出さ
せたくない、研究を知られると機器の搬入等を妨害される可能性など、応募者の調書を踏まえ、「海外の研
究者による審査が適当でない」と判断したため除外。

（参考）戦略的創造研究推進事業における国際ピアレビュー
・CREST・さきがけにおいては、研究者が希望する場合は英語での選考を可能としている。
・ERATOにおいては選考パネルに原則として1名の外国籍研究者を加えることとしており書類・面接選考を英語で行っている。

科研費における国際ピアレビューについて
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